
                                                   

- 1 - 
 

平成２３年７月２６日 

１５：３０～１７：３０ 

於：中央合同庁舎３号館１１階特別会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８回 空港運営のあり方に関する検討会 
 

議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省航空局 



                                                   

- 2 - 
 

目  次 

○開会  ………………………………………………………………………………２ 

○とりまとめに向けた討議①………………………………………………………３ 

○閉会  ……………………………………………………………………………４６ 

 

 

開  会 

 

【空港運営調整室長】  それでは、ただいまから、第８回目になりますが、

空港運営のあり方に関する検討会を開催させていただきます。 

 委員の皆様方には、大変ご多忙の中、お集まりいただきましてまことにあり

がとうございます。私は、事務局を務めさせていただいております、航空局ネ

ットワーク部企画課の髙杉でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 まず、第８回目の検討会の開催に当たりまして、初めに市村政務官よりあい

さつを申し上げます。政務官、よろしくお願い申し上げます。 

【市村政務官】  改めまして、本日もこうした貴重な時間をいただきまして、

心から感謝を申し上げます。 

 ちょっと、すいません。エレベーターで、ここに４階から上がってくるまで、

各駅停車で５分ほどかかってしましいまして、大変お待たせしたことをまず冒

頭で、心からおわびを申し上げます。 

 きょうは８回目の検討会、貴重なお時間をいただきましたことを感謝申し上

げます。これまではいろいろな、さまざまな議論を経て、またいろいろなご意

見をいただいたもの、御立座長のほうでいろいろ報告書の案をお取りまとめて

いただいたというふうに伺っております。 

 また最近、ご存じのようにＬＣＣ等、航空事業者のほうもさまざまな方策を

今、打ち出して、また、航空業界の発展に向けて動き出しているというところ

でありまして、やはりこの空港のほうも、また、その皆さん、利用される空港

のほうもきちんとこれを受けとめながら、やはりこの会が民の知恵と、資金を

生かすための方策を取りまとめていただくことを心から祈念しているわけでご

ざいます。本日も、貴重なお時間いただいております。忌憚ないご意見を賜り

ながら、また、きょうも活発なご意見を賜ればと思います。よろしくお願いを

申し上げまして、冒頭のごあいさつとさせていただきます。きょうもよろしく

お願いします。ありがとうございます。 
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【空港運営調整室長】  ありがとうございました。 

 それではまず、事務的なご連絡からさせていただきますが、本日の検討会で

ございますけれども、江口委員、樫谷委員、木場委員、花岡委員、柳川座長代

理が所用によりご欠席でございます。 

 続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきたいと存じます。議事次

第、委員名簿、配席図、それぞれ１枚ずつございます。右方に資料の１といた

しまして、「（案）空港経営改革の実現に向けて 空港運営のあり方に関する

検討会報告書」というホチキスどめした資料がございます。 

 また、そのほか横長でございますが、右方に資料２といたしまして、「空港

の収支状況について」、これは１回目の検討会で１９年度の合算収支を出させ

ていただいておりますが、この２０年度、２１年度の数字でございます。その

バックデータになります資料が、別添の１、空港別収支の資産結果について、

さらに、細かいデータになりますけれども、別表の１、別表の２という形で、

２０年度、２１年度のバックデータがＡ３の広い形でお手元に置かせていただ

いております。 

 以上となってございますが、もし不足等ございましたら、事務局のほうにお

申しつけくださいませ。 

 また、きょうも青いファイルで過去の資料をすべて席上に配付させていただ

いておりますので、これはこれからの議論のときに適宜ご参照いただければ幸

いでございます。 

 また、本日の検討会につきましてはプレスの方々に公開することとしており

ます。いらっしゃらないとは思いますが、一応、冒頭のカメラ撮りについては

ここまでとさせていただいておりますので、一応含みおきいただければと思い

ます。ペンの方はこの後も引き続きご出席されておられます。 

 それでは、これより議事に入らせていただきたいと存じます。議事の進行は

御立座長にお願いいたします。座長、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

とりまとめに向けた討議① 

 

【座長】  よろしくお願いいたします。 

 ほんとうに、お忙しいところありがとうございます。いよいよ取りまとめて

いく時期に入りましたので、本日、私のほうから報告書の案というものを出さ

せていただいておりますので、まず恐縮ですが、冒頭に私のほうから、その内



                                                   

- 4 - 
 

容についてご説明をさせていただきたいと思います。それで提出させていただ

きました論点ペーパーに対して、皆さんからほんとうに貴重な意見ありがとう

ございました。大多数の方からは、書面も含めてご意見をいただきまして、で

きる限りあるいはそれを踏まえた形で案にしたつもりでございますけれども、

まだまだ足りないところもあろうかと思いますので、ぜひきょうはいろいろな

ご意見をいただきたいというところでございます。 

 今後、きょう意見をちょうだいして、この意見を踏まえ、必要な場合は修正

させていただくと。もちろん修正させて取りまとめる前には、皆さんのほうに

きちんとお話をさせていただくつもりでありますけれども、もう一度ぐらい議

論させていただく必要があるのかなと思っておりますので、ひとつご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

 夏休み等あって、皆さんスケジュールが大変難しいということを事務局から

伺っておりますけれども、どうかご配慮賜ればと思います。 

 それでは、お手元の資料の１に沿いまして、私のほうからご説明させていた

だきます。 

 １ページめくっていただきまして、これは紙自体は結構分厚いんですけれど

も、中身の報告書の部分の案の部分は、基本骨格、１５ページほどになってお

りますので、この目次の部分、まずちょっと簡単にご説明申し上げまして、中

身のキーポイント、お読みいただいている方も多いかと思いますけれども、キ

ーポイントは繰り返させていただきたいと思っております。 

 まず、最初のところに背景がございます。これはもう何度もお話しさせてい

ただきましたし、ご了知のとおりでございますが、まずは国民、具体的にはユ

ーザーであり、空港のある地域住民の方のメリットを出していくために、しか

もそのためには、あんまり国民負担を増やすんじゃなくて、民間に一定のリス

クテイクと資金を入れてもらって、そのかわり知恵も一生懸命出していただく

と、こういう形で国交省の各分野の成長戦略をつくろうという議論がありまし

て、その中の航空分野の中で、先ほど政務官のほうからありましたけれども、

ＬＣＣはおかげさまで、この政策変更以降、かなりのスピードで日本に入って

きてくれておりますし、正直申し上げて、期待以上に日本の国内の地域と首都

圏等を結ぶような路線も含めて、大都市を結ぶ路線を含めて、どうもうまく運

んできそうな流れになっておりますと。 

 空港法も見直していただけましたし、航空法も見直していただいたという、

その全体の中で、今回はその残されたピースであります空港の経営の部分につ
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いてどうあるべきかというところでございます。 

 ２つ目のところでは、それを考える上で、今回対象となっております国管理

空港２７プラス１、伊丹も入れれば２８になりますけれども、そもそもは本来、

かなり公共的な部分も含めて大きな役割を果たしているところを確認させてい

ただいて、現在の経営構造の課題、そういうことを少し書かせていただいてお

ります。 

 ５ページからが、今回の皆さんとご議論させていただいた中身でございまし

て、課題解決に向けてどんな方向性で、どういう原則をとっていくのかという

ところ、それをお話し申し上げると。その上で途中いろいろヒアリング等、あ

るいは事務局のほうで現地調査もしていただいてありますけれども、海外事例

のところ、並べてその上で今回非常に大事だと思っておりますのは、原則はき

ちんとすると、国民負担を増やさない形でユーザー、地域に対してメリットが

あるようならやるということをはっきりした上で、その上でしかしきめ細かく、

それぞれ個別に異なっている空港地域の状況をきちんと対話を通じて理解し、

それから、民間セクターの方々とも当然対話していくというようなプロセスが

非常に大事になってまいりますので、具体的にはどんなプロセスで、今後どう

やって進めていくのかと、ここのところを少し厚めになりますけれども、あえ

て書かせていただいております。 

 その上で、論点については、こういう考え方をとってはいかがかというとこ

ろをまとめさせていただきまして、最後はこれは政務三役をはじめ、国交省航

空局の皆様にお願いというか、腹を決めてきっちりやってくださいと、すいま

せん、失礼千万な言い方になるかもしれませんけれども、これだけの皆さんが

これだけの時間を使っているわけでありますので、これが店ざらしの紙になっ

たんでは何の意味もないので、どうやってフォローアップしていただくかとい

うところについて、一言述べさせていただくというところでございます。 

 それでは、早速中身についてお話し申し上げたいと思います。 

 まず、１ページのところでございます。先ほど簡単に申し上げましたように、

昨年の５月１７日に国交省の成長戦略ということが発表されました。ここの３

段落目にありますように、財政に頼ってどんどんどんどんやるということはい

かないけれども、しかし、やっぱりこの国交省が持っているようなインフラに

かかわる部分というのは、日本の経済が成長し、国民の福祉が向上していくた

めには非常に大事なものであると。そこをきちんとやっていくためには、民間

の知恵と資金をどういうふうに入れていこうかというところがスタートポイン
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トでありまして、その中で、航空分野につきましては、（２）に書いてござい

ますけれども、オープンスカイであり、それから、ここの９８空港の整備が大

体概成されましたので、その上で運営をきちんとしていきながら、利用者に対

する必要なコストが下がっていくような、どういうやり方をしていくのかとい

うところをやっていくというところかというところがあったわけでございます。 

 また、その中では、一番下に書いてございますけれども、関空をやっぱり首

都圏空港と並ぶ、日本にとっての国際拠点空港として再生していただくために

は、もともと営業利益ベース、民間的な言い方をすると、日本で１番、２番の

もうけが出ている空港であるにもかかわらず、バランスシート、借金のほうが

１兆数千億という巨大なものがあったので、なかなか必要な投資もできないと

いうところで、ここをある意味先行事例的になりますけれども、伊丹とあわせ

まして、民間にいわゆるコンセッション、運営委託をしてもらって、民間の資

金も入れながら、必要な投資をし、伸ばしていただくと。ひいては地域振興に

もつなげていくという、１つのモデルケースとして進めるというようなことが

述べられております。 

 その上で、ただ空港だけを用意してもいけないわけでありまして、世界中を

見ますと、大体いろいろな見方があるんですが、先進国ほとんどのところでは、

３割ぐらいの航空路の供給がいわゆるローコストキャリア、ＬＣＣによって賄

われていると。これは単純にいいますと、国内であれば高速バスと同等の値段

で旅行ができると。逆にいうと、これは親族訪問のような需要も出ますし、新

しい観光需要も出てくるということで、こういうものがきちんと入ってくるよ

うにすべきであるということをこの中でも申し上げ、ＬＣＣを促進するという、

ある意味方向は出していただきました。 

 今回はできれはこの空港のあり方、経営のあり方も変えながら、さらにこう

いう形で地方の観光が増えたり、実際には今までになかった形で運営できるの

で、ローコストで旅行するメリットというのは、国民あるいは海外からの旅行

者の皆さんに感じていただくということをしていきたい、その残りのピースで

あるということを申し上げております。 

 したがいまして、残った部分でありますこちらの検討会というのが、皆さん

のご尽力、ご協力を得まして発足したわけでございますが、この先ほど申し上

げました国交省の成長戦略自体は、ある意味、新成長戦略というものを先取り

しておりました関係上、その形で国全体の新成長戦略として閣議決定されてい

るものでありますので、基本的には、政策の方向性がこの中でどうやって具体
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的にやっていくかというところに入ったということでありますので、今回の具

体論に入らせていただいたというところでございます。 

 ２になります。ここは複数の方からご意見をいただきまして、やっぱり空港

というものを、あるいは民間の資金と知恵を入れていくにしても、そもそもど

ういう役割のものであるかということの再確認は必要だろうということで書か

せていただいております。 

 基本的には、空港は外に向けた、あるいは国内の空の玄関口ということであ

りますので、この日本自体の国際競争力を上げ、持続的に経済成長していく上

では、特に隣に成長アジアがありますので、この空港がきちんと玄関口として、

「ヒト・モノ・カネ」が動くようにするということが非常に大事と。その上で

実は地域の交通の結節点になっているということがございます。空港がありま

すと高速道路であれ、あるいはアクセス鉄道のようなものもあれ、いろいろな

ものがリンクしてまいりますと。その上でこれがかなり大事なところでありま

すけれども、単にインフラをつくっただけではだめで、地域の情報発信やにぎ

わいと、あるいは実際にいろいろな資源の輸送ということで、観光振興や産業

振興の拠点にもなると、これが持ち出されることが非常に大事であるというこ

とを書かせていただいております。 

 第４には、今回の３・１１のときには、いみじくも明らかになりましたけれ

ども、大規模災害等には、やはり陸路が寸断された場合にも空港の持つ拠点と

の交通の結節点であるというところが非常に生きたというところであります。 

 被災自治体の支援拠点として、あるいはあってはならないことでありますけ

れども、有事の際には安全保障の拠点として、公的な役割を果たすということ

でありますので、ここら辺をきちんととらまえた上で揺るがすことなく、どう

やって今回のあり方、経営のあり方を見直していくかという、まずは前段の確

認でございます。 

 さて、こういう形で、基本的な役割を果たしてはおりますけれども、現在の

国管理空港はどうなっているかといいますと、２８空港、うち自衛隊等との共

用空港が８空港、これが国の管理空港でございます。成田等の会社化されてい

る空港が３空港ございまして、さらに、地方自治体が管理していただいており

ます空港が６７あると。うち離島空港が３４あるという形でございまして、９

７、９８という数字の中でも、かなりの割合が国であり、それから地方自治体

という形の、あるいは公的なセクターが管理するというのが日本の空港の現状

でございます。 
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 この中で国管理空港は、いわゆる航空系事業と呼ばれております滑走路とか

誘導路、エプロン等の、この基本施設は国土交通省が、ものによりましては共

用空港では防衛庁さんも入っておられますけれども、やりまして、ここで着陸

料等は、路線ごとの若干の割引等があるものの、年度ごとに全空港の収支バラ

ンスを見るという、単年度会計ベースで全体ベースで一律のタリフというのが

ありまして、例えばある空港が、先ほどのようなＬＣＣで機動的に対応したい

というときにも、論理的にはできる仕組みにはなっているんですけれども、な

かなかそれが進まないという一律主義できてしまったというところが今まであ

りますし、これは裏返すと空港ごとに一体どんなふうに経営がなされていて、

したがってその中で、収入をこうやって増やそうとか、費用をこうやって減ら

そうとかという効率化インセンティブというのがなかなかわきにくいという仕

組みでもあったかと思っております。 

 もう１つは、これは我が国にかなり特徴的でありますけれども、いわゆる非

航空系の事業、ターミナルビル等は、これは国とは異なる第三セクター等の主

体が空港法に基づきまして、施設事業者としての指定を受けると。その上で、

これは国有財産法の中で利用許可を得るという形で、航空事業と違う形の主体

が独立した形でこれを経営するという形になってきているというところであり

ます。 

 この全国一律でかつ分離しているというのが、やはり今までのパラダイムの、

特に２０世紀の後半に空港を増やしていかなきゃいけないときには、それなり

の蓋然性をもってうまく機能していたところがあるんじゃないかと個人的には

思っておりますけれども、９８空港が整備され、その上でもっと利用コストを

低廉にしたり、地域活性に生かしていくという意味では、どうも足かせになっ

ている部分があるんじゃないかと。具体的には航空系の事業を効率的にやって、

例えば着陸料等を低廉化、適正化すると、そのことをすると一定程度便数が増

えたり、旅客が増えるということがなるんですが、このメリットは最大に出て

くるのは、今、別主体が経営している非航空系事業であります。きちんと着陸

料を下げて、お客さんが増えても、航空事業をやっている人には実はプラスが

ないということになってしまっているということがあります。 

 一方、物販とか、テナントマネジメント、ホテル等、これをきっちりプロも

入っていただいて経営すると。ここで出た利益を一定程度使って、もっと旅客

が来るように航空系事業のところの経営の効率化を図ろうということをしよう

にも、これも切れているというところでありまして、この２つが切れていると
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ころから、両方でパイを大きくするという動きになりにくいというのが現状の

問題かなと。 

 これがあります関係上、マーケティングでありますとか、オペレーションの

マネジメントとか、ある意味、空港というのは、経営の対象というふうに先進

国ではほとんど位置づけられております。新興国の中でもご高承のとおりシン

ガポール等、積極的に経営という視点で空港を、インフラをマネジメントして

いるという流れが出ている中で、残念ながらそれになってこなかったというと

ころがありまして、結果的には本来はこういう自由度を高めて経営をすること

で、各空港それぞれ後背地も違いますし、観光事業も違えば、ネットワークの

あり方も違うので、その中で例えば地域と連携しながら、戦略的な誘致活動を

したり、機動的に利用料金を変えるということが非常にしにくいわけでありま

すね。 

 今は、地公体さん等が、観光振興の予算で独自にやっていただいていても、

それを着陸料の逓減に充てるというようなことができないというようなことに

なっておりまして、ここの連携上ももっと強めていく価値があるんではないか

なというのが課題認識であるし、皆さんからもご指摘いただいたところかと。 

 こういう形で、オープンスカイがだんだん進んできましたし、ＬＣＣも入っ

てきているんですけれども、ここで空港の経営をある意味、世界標準にしてい

くということで、もっともっと地域や空港のボテンシャルを最大限に生かした

ネットワーク、そこから利用者増と、ひいては経済成長ということにつなげて

いくということができるんではないかというところであります。 

 一方、（３）にございますが、この今までの仕組みというのは空港整備勘定

と、途中から勘定のあり方が若干変わっておりますけれども、大きくくくれば、

こういう特別会計的なもので支えられてきているわけであります。 

 実際には、今まで空港の整備や運営、これはつくるときにもそうですし、運

営に含めても利用者負担という原則でありますので、主として航空会社が間接

的に旅客から収受し、自分たちが払うという形ではありますけれども、着陸料

等々の収入。それから、空港ターミナル等に対しては地代の形で国有財産の使

用料、こういう形で入ってくるものというので、まずは基本的に運営が行われ

た。 

 それに加えて、２３年度の予算ベースでは７００億円を超える一般会計、こ

れは航空機燃料税と一般財源と両方入っておりますけれども、これを繰り入れ

て、基本的に回していくという仕組みになっております。全体でプールすると
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いう仕組みになっているというふうにお考えいただいていいかと思います。 

 ただ、巨大な整備が必要であった羽田空港の拡張というようなところについ

ては、これ以外に財投から借り入れというのもありまして、いまだに１兆円ほ

ど債務が残っているということもこれを付記していく必要があるかなと思いま

す。これをどうしていくかということが大きい課題でございます。 

 着陸料や国有財産使用料については、空港の維持・運営・整備以外にも、借

入金の返済にも充てられておりますし、福岡と那覇だけは、空港が民間の所有

者さんから土地を借りているということで、この地代の支払いにも充てられて

いるというところがございます。 

 こういう形で行われているわけでございますが、あえて航空系事業について、

空港別に収支を試算しようと、それがまず第一歩であろうということで、ここ

３年間進めてきていただいているもので、皆さんのお手元にも資料がございま

すが、これを見ていただきますと、やっぱり赤字経営になっている空港もあり

ます。これは試算の前提によります。これはストレートに言うと、全体で空港

を整備していけばいいわけで、個々の空港が赤字かどうかということが大事な

わけではないというようなところがあったと言われても仕方がないというよう

なところかと思います。 

 一方で、次のページになりますが、非航空事業については、一定の地代を支

払っていただいておりますが、一種、長らく独占的、継続的に経営されており

ます。これは実はもう空港ごとに、これもご努力もすごく違うというのが正直

なところなんですが、大半は実は黒字経営になっております。もちろん今回施

行しておりますような、航空事業、非航空事業の一体化によって、もっと全体

の収支はよくなるはずであるというふうに私は思っておりますけれども、仮に

現在の収支を見ても、この単純合算しますと、大多数の空港は毎年キャッシュ

を生んでおります。 

 キャッシュを生んでいるビジネスということで、これも長期にわたって活用

されるインフラでありますので、かなり継続的にキャッシュが見込めるという

ものでありますので、民間のセクターから見ますとこれは運営委託してもらえ

れば、自分たちがビジネスにしやすいというたぐいのものであると。いわゆる

ＰＦＩとか、運営受託に適したものであるというのが今の空港事業、両方足し

た場合のところではないかと。 

 あくまで大事なのは、先ほど最初に申し上げましたように、国民、ユーザー

であり地域住民のメリットでありますので、これを進めながら実際には皆さん
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にとって、利用者、国民、地域、航空事業者等にパイの拡大にどうやってして

いくかということで、今回のことを進めていきたいというところがここの今の

課題認識のまとめであろうかと思います。 

 このメリットを出していくためには、５ページの３以下の方向性と原則をと

ってはいかがかというのが案でございます。１つ目には、当たり前のことなん

ですが、最初に確認したとおり、空港というのはいろいろな役割を有してあり

ます。やはり魅力ある空港をつくっていくということでありますので、公共交

通インフラとしての公共性、公益性、それに加えて、航空会社利用者にとって

魅力を向上させて、いろいろな会社が飛んでくれると、路線・便数が増えると、

利用者が増えるということで、実質的には業者だけではなく、その空港の経営

母体、あるいはその後背地にある地域の皆さんにとってもメリットがあるよう

な形を執行するんだということをはっきり確認しておくべきかなと。 

 国際航空の分野におきましては、オープンスカイ、ＬＣＣということで、急

速にこういうことが、環境が変わっておりますので、逆に、空港ごとにその環

境変化に適応できるようにしておくということも大事かなということであるか

と思います。 

 実際には今回の震災で、今、インバウンド観光、非常に苦戦しておりますが、

こういうことを早く進めていくことで、これをまた再拡大基調に乗せるという

ことも必要なんではないかと。これができれば空港ターミナルの中の物販・飲

食等、それからその外にある地域の宿泊・物販等、ビジネスの拡大機会、雇用

拡大機会というのはかなりのものがあるんではないかなというふうに思ってお

りますし、結果的に、航空利用料金等の低減、利用者増等を図るということで、

我が国航空会社の競争力の向上や、利用者利便の向上にもつながるということ

を期待するものであります。 

 ２番目は、この国民負担の軽減ということで、先ほどから申し上げましたよ

うに、航空系事業だけを見ますと、キャッシュフローベースで赤字を抱えてい

る空港もあります。借金も１兆円に達しておりますということで、その中でも、

利用者を減らすためには、着陸料を減らしていかなければいけない。今までの

枠組みでは、着陸料を減らすと借金返せないとか、こういう議論にどうしても

なってしまいますので、これはトータルでパイが増えるような形で手だてを打

っていく必要があるということであります。したがいまして、大きい方向性は、

航空系事業と非航空系事業の経営の一体化であり、料金設定の柔軟性、機動性

の活用であり、何といっても、民間の知恵と資金を活用していくというような



                                                   

- 12 - 
 

ことであろうかと思っております。 

 これをやって現状の航空事業の赤字を最小化、ないしできれば解消して、事

業価値を大きくしていくというところが大事であろうかというふうに思ってお

ります。 

 この２つの魅力ある空港であり、国民負担をこれ以上増やさないということ

を考えたときには、基本原則として４つ述べさせていただいておりまして、繰

り返しになりますが、航空と非航空事業の経営一体化、２つ目は、その中で民

間に知恵を資金を入れてもらい、しかもプロの経営者の経営をできるだけ入れ

込んでいってもらうということであろうかなというふうに思っております。 

 この２番につきましては、下に書きましたけれども、さはさりながら災害等

の不測の事態への対応を含め、公共インフラとしての役割を担保すると。それ

から、民間投資家は過去の投資を経営、経済の用語でいうと、サンクコスト、

過去どれぐらい投資されたか、彼らは関係ないわけでございまして、これから

キャッシュフローがあれば受けてくれるという方は結構いるはずでありますの

で、これを導入する施設保有に対するコストをきちんと下げていくということ

が必要だろうかと思います。この中では、大きい方向性としては、今回の改正

ＰＦＩ法に基づきまして、土地、場合によっては滑走路等でも構わないんです

が、ある程度所有権というのは国に残っていると。出てきたところはやはり国

がきちんと責任をとれる形を担保した上で、いわゆる経営する権利、ここの部

分を航空系と非航空系あわせて運営権という形になりますけれども、いわゆる

コンセッション型で民間に手を挙げてもらい、その中で地方との対案を踏まえ

てうまい形を提案してもらって、どんどん実行に移していくというのが一番い

いんではないかなという形で書かせていただいております。 

 今、さらっと申し上げましたけれども、このときには３番であります空港経

営に関する意見を公募し、地域視点も取り組んでいくということが現在の仕組

みからのトランジションのためにはかなり大事だろうと。ご意見いろいろちょ

うだいしましたので、明記させていただきました。まずはこういうことを進め

ていくに当たっては、まず、空港運営を希望する投資家、これは○○委員のほ

うから途中で意見等もいただきましたけれども、年金等、足の長い資金を持っ

ている人たちは、こういうところに投資をしたいという意向が国内でもかなり

強いと承っております。これをいろいろな事業者さん、こういうディベロッパ

ーさんであったり、商社さんであったり、いろいろな方がいらっしゃると思う

んですけれども、受け取って、自分たちがお金を集めてリスクをとって、経営
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をするという方々がいる。 

 ただ、彼らも、一部のサウンディングによりますと、やはり空港地域の個別

事情に応じたことをやらないと、これはとてもうまい経営はできないという認

識にどうも立っていらっしゃる方が多いようでありますので、こういう方々の

意見を場合によっては今、運営していらっしゃる業者さんも巻き込んだ形で、

きちんと意見を聞くというプロセスを入れて、その上で、マーケット・サウン

ディングと呼んでおりますけれども、正式にまずはロンバインディングと経営

のほうの用語ではありますが、手を挙げたから絶対やらなきゃいけないわけで

はなくて、どんなやり方で、どんな知恵がありますかと、あるいはそのプロセ

スを通じていろいろな人が知恵を出し合って組んでいただくことも考えていた

だくというようなプロセスを入れてはいかがかなと。 

 これを受けた形で、今回の基本原則にのっとった形を揺るがさずに、しかし、

ある程度具体的な機動的な詰めができるように、これから、後ほど申し上げま

すけれども、実行の方針というのを固めていくと。対話のプロセスを先に入れ

るというのが今回非常に大事ではないかということで入れさせていただいてお

ります。 

 また、注意書きさせていただいておりますけれども、既にいろいろな自治体

さんがターミナル事業者の株主にもなっておられます。これは、いろいろな立

場をお持ちということで、公共の立場としてのご意見をいただくことも必要で

ございますし、あるいは株主としてのお立場を、これはターミナル事業者さん

を通じていただくことも必要になりますので、こういうようなところについて、

きちんと意見聴取をするということを今回明記させていただきまして、これを

プロセスに組み込むということでいかがなということで皆さんにお諮りしたい

というのがこの案でございます。 

 それから、このプロセスをやっていく上でなんですけれども、これから、先

ほど申し上げました関空、伊丹も含め、いろいろな形でこれはＰＦＩというの

を活用する仕組みが出てくるんだろうなと思っております。このときに、これ

はちょっとお役所の方を前にして言うと失礼なんですが、お役所だけでやると

いうのは、あまりいいアイデアではないと正直言って思っておりまして、やは

り民間の、これもまた民間の方に失礼、私も含めてですけれども、手練手管交

渉になれた方々に交渉するのを、これは官だけでやったんではなかなかうまく

いかないところもありますので、これは民間から官の委託を受けたプロ、例え

ば会計士の皆さんであるとか、そういう方々が入っていただいて、きちんとし
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た契約をつくるということを民間の知識、エクスパティーズを生かした形でや

っていただくということもあわせてここは明記させていただきまして、これに

よって貴重な国民の財産でありますので、これがやたら昔の払い下げ制度のよ

うなことはないとは思いますけれども、必要以上に安価に提供されるというよ

うなことがないようにきちんと担保するということもしてはいかがかというこ

とでございます。 

 こういうことを考えていく上では、８ページ以降ありますように海外事例あ

ります。あえて１点だけ触れさせていただきますと、８ページに書きましたロ

ンドン・シティ・エアポートでございます。これはいらっしゃった方、私も行

ってみてびっくりしたんですが、滑走路１,５００メートル、ちょうど丘珠と一

緒ぐらいなんですけれども、わりと小ぶりな小さい空港でありまして、したが

って、民間企業がやってもそう簡単にうまくいかないんじゃないかなと。長距

離路線も飛ばないし、魅力ないよという話だったんですが、これは実際には運

営権を取得した企業が、ビジネス客に特化すると。これはロンドンの金融街に

近いという特性を生かしまして、実際にはアイスランドの空港へ給油のために

寄ると、その寄ったときに、アメリカの入管とか税関の手続きをするというこ

とを民間の知恵でこういうのをやったらどうだという提案がありまして、この

結果、実はロンドン・シティ空港は、今までになかったような顧客を取り込ん

で、なかったようなサービスが提供され、かつこれは非常にうまい運営で、経

営もうまくいっているんです。 

 ただ、これをよく見てみますと、民間はこういう知恵を出しただけではなく

て、空港というのは巨大なオペレーション産業でありますので、現地の職員の

雇用を保証した上で、職員がインセンティブを持って働けるように、かなり現

場マネジメントとかにも知恵を出してくれたということの裏返しでもあろうか

と思いますので、こういう例を見るに、やはり新しいアイデアとオペレーショ

ンをきっちり経営する知恵というところで、うまく民間さえ使えればやりよう

があるというような例をご紹介させていただいてございます。 

 海外事例のところで、幾つか大事なポイントだけ、この中にも述べておりま

すが、契約のあり方についてはイギリスで黄金株、これはＥＵとイギリスのど

ちらが何をコントロールするかという議論にも、途中で状況変更があったりし

ましたので、やはり今後いろいろな状況変更のときに機動的に対応して、利用

者ないしその他の方々がデメリットをこうむらないような機動的な契約制度の

見直しの仕組みは入れたほうがいいというのはイギリスからの学びかなと。 
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 それから、いろいろな国で、やはりある意味、独占／寡占インフラではあり

ますので、利用料金、それからサービスレベル、こういうところについては、

一定の縛りをかけると。民間が一生懸命経営しようというインセンティブを失

うほど規制をかけてはいけないので、このバランスが非常に難しくなりますけ

れども、一定の公的なところは担保できるようにすると、もちろん安全性につ

いても同様でございます。 

 それから、３番目は、これはオーストラリアのプロセス、先ほど申し上げま

したように、彼らもまずは、９ページの一番下の段落に書いてございますよう

に、いろいろな会社に出していくときにも関心表明をしてもらって、どんなや

り方があるかというところは出す側としても把握できるし、仮入札をし、最終

入札をすると。幾つかのプロセスを経て、実際には対話が進むとかという形を

中に入れていますし、マーケットの実態に合ったようなもので、かつ地域の実

態に合ったようなものをやろうというプロセスをやっていますので、こういう

ところは非常に参考になるんではないかなというのが学びでございます。 

 このようなところも踏まえまして、１０ページのところ、空港経営改革の実

行プロセスというところでございます。ここは一番大事なところでありますの

で、少し詳細めにご説明させていただきます。 

 空港経営の改革に際しては、地域の経済・観光振興への貢献、利用者利便の

維持・増進、赤字経営の縮小・解消を通じた国民負担の軽減、一方、民間側に

とっては、投資対象としての魅力アップを図ると。これは、それぞれ気をつけ

ないと相反することになりますので、こういうニーズ間のバランスをとってい

くと。 

 また、大きい原則はきちんと立てるべきでありますけれども、２７の空港そ

れぞれに個別事情が存在するというところで、一定の柔軟性は絶対必要であろ

うと。これをやるために全部について細かいルールをつくるというよりも、原

則をきちんと進めた上で、プロセスをいろいろ工夫していくというのが、今回

のあり方検討会の最大のポイントかと思っております。 

 多くの方々から気にされております、どれぐらいの期間でというところにつ

いては、私が書かせていただいております案のベースでは、１０年後、２０２

０年度、平成３２年度中を目指して、国管理下の２７空港すべての経営改革を

実現するという、まず目標はきちんと置くと。やれるところだけやるんではな

くて、まずきちんと目標としては、全部を１０年間でやり切ると。実行プロセ

スにおいては、現在、底地のみしか空港ターミナルについては国が所有してお
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りませんので、関係者ときちんと議論していく必要がありますので、現在２つ

のこと、空港の機能施設事業者の指定、それから、国有財産の使用許可、こう

いうことをスケジュールをあわせて議論のプロセスの中で、この１０年間の中

でどうはめていくかということを組み立てていくということがきちんと必要な

んではないかということでございます。 

 そのためにはまず、今回の皆さんにさらにご意見をちょうだいして、取りま

とめる案が出た後に、１年間ぐらいをかけていただきまして、これを具体的に

空港経営改革の実行方針として公表すると。これは透明度を上げる上で公表す

ることが大事だと思いますので、これはあくまで、この委員会、検討会の提言

であります。これを政府の方針として、エンドースしていただく必要がござい

ますので、空港経営改革の目的と方向性の原則と実行スケジュール等にして出

していただくと。私どもの期待としては、現在、我々がお示ししている部分に

即した形を具体化すると、これががらがら変わるものではないという理解では

おりますけれども、そこを出していただくと。 

 これをやっていく上に当たっては、まずはインパクトがあることとして、国

が実行プロセスを始める前に方針をちゃんと示すと、これが第一歩と。その上

で民間の知恵と資金を導入していく上で、政策が安定してないと実際には民間

側もリスクがとれませんので、こういう基本方針というのははっきり出してい

くことかと思っております。 

 次ページになります。その上で、先ほど申し上げましたように、あくまで共

通の２７空港向けの指針でありますが、こういう観点からは、実際は個別性が

ありますので、自治体並びに空港ビル会社等の関係者からの意見聴取もこの中

できちんと行っていくということを入れていくと。 

 この基本方針、実行方針が策定されまして後、マーケット・サウンディング

をやると。具体的には、対象空港２７のうち相当数をまず第１フェーズという

ことで、後ほど申し上げますけれども、進めていくという中で、空港運営を希

望する投資家や既存のターミナル事業者さん等の民間事業者、さらには関係自

治体、地域の関係者から、個別事情を踏まえて、こんなやり方をしたいという

ことをぜひご提案いただくということをプロセスとして明示してはいかがなと

いうことでございます。 

 この中では、やり方、運営形態、経営手法を出していただく、提案を出して

いただくわけでありますので、今度は、国の側では、開示可能な情報をできる

限り数値も含めて開示し、ノンバインディング、具体的には拘束力はないけれ
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ども、公募としてある意味の一種仮入札の手前のような形で、アイデアをどん

どん出していただくというプロセスをするという工夫をするのがいいんではな

いかなと。これをやった形で、具体的に実用化可能な制度設計が可能になるん

ではないかなと思っております。 

 もちろん、既存のターミナル事業者さんを含む地方や空港の事情に精通した

意欲のある地域企業、これはストレートに申し上げますけれども、意欲あると

いうことが大事でありまして、みずからの手でみずからの将来をかこうとして

いた方については、できるだけ広く門戸を開放して、参加していただくことが、

これは望ましいと思います。 

 一方、それほど意欲のないところは、これはある意味で運営していく主体が

変わっていくということもやむを得ないと。 

 ここの部分をきちんとして考えて、両方満たしていき、この中では、おそら

くは民間事業者さんも、その意欲ある現存の事業者さんや地域、自治体とは組

んだ形でということが諸外国の事例でも出ていますので、そういう提案が出て

くることを期待するものであります。 

 この中で、もちろん公平性ですとか国民負担軽減という原則は揺るがせない

ようにしないんですけれども、こういう形で、具体的にいろいろなご意見、個

別事情というのをできるだけ勘案するというプロセスを組み込むというところ

でございます。 

 これもあえて付記させていただいておりますが、マーケット・サウンディン

グの結果、複数空港を一体経営するという、これは極論すると国管理空港を超

えてということもあろうかという気もするんですが、いろいろなアイデアが多

分出てくるだろうというふうに我々も思っておりますので、こういう中で、相

当程度経営改善ができる案が出てきた場合については、一定程度この独占があ

るので、競争の観点はというご意見もちょうだいしましたけれども、広域で広

域間競争が担保できれば、こういう複数空港を取りまとめてと。中には赤字空

港と黒字空港も含めてとか、いろいろなご意見もあろうかと思いますので、こ

ういうのができるだけ出てくるようにするという形で、複数の空港の運営権付

与もあり得ると、これはバンドリングと言っておりますけれども、というのを

原則にして考えるのが日本の場合、現実的ではないかなと思っております。 

 ３番目でございます。これをやっていく上での具体的なプロセスに入ってい

きますけれども、２０１３年中には、今度更新されます空港の機能施設事業者

さんの指定の期限が到来しますので、ここに向けてマーケット・サウンディン
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グをきちんとやっておいて、それから、経営一体化に向けた空港関連企業との

円滑な交渉、それから、必要に応じて株式や資産の取得ももちろんこの中に入

りますし、それから、今後出てこられる投資家や民間事業者にとっての市場の

開示資料の開示、それから、運営主体の選定等を行うための、こういうことを

きちんとやっていくために、まずはプロ集団をつくらなきゃいけないというこ

とでありますので、官民で一体となって、しかもこれは本邦初でありますので、

ノウハウはだんだんたまっていってうまくやるということが必要かと思ってお

りますので、一定の、これはいつまでもあってはいけないと私は思っておりま

すけれども、サンセット条項、期限つきの形であっても、公的な専門機関を新

たに設置するということが必要なんではないかなと思っております。 

 ４番目は、運営委託等の実行であります。こうやって、マーケット・サウン

ディングをし、プロの団体を立ち上げ、それから、対話のプロセスをきちんと

やるということをやった上で、具体的な運営委託は２０１４年度以降の指定期

間内、これ具体的には、２０１８年までの５年間というところで、まず第１フ

ェーズ、できるだけ多くの空港についてこれを進めていくということが望まし

いのではないかなと。 

 このためこの間、関空・伊丹の法律で、ターミナル会社さんと国の間で、ど

ういうふうに進めていくかという協定をつくっていただいたんですが、これを

ひな型にしていただいて、既存の事業者さんとの間の経営改革の進め方に通じ

る協定をこの期間の間にきちんと取りまとめていくと。 

 その上で、新たな体制ができ次第、改正ＰＦＩ法上の民間提案制度を積極的

に活用しながら、あくまで公募で運営委託を進めていくと。こういう際には、

これも再度再度の繰り返しになりますが、新たな民間運営主体、これは地方自

治体、地域関係者等の協働関係を確保していくために、ここでも意見交換、対

話が行われることが望ましいというのが国の基本的なスタンスであるかなとい

うふうに思っております。 

 さらに、これも複数の委員の方からの書面での意見にもありましたけれども、

赤字空港をどうするんだと。これは大きい課題でありますので、あくまで赤字

空港を例外にするということではなくて、航空、非航空の合算でも赤字となる

空港についても、先ほどのバンドリングのような形も含めて、まとめてうまく

経営したいということが出てくる可能性がありますので、そういうことをでき

るだけ進めていって、民間への運営委託を試行していくという形がいいんでは

ないかなと思っております。 
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 このように、２０１４年からの５年間のフェーズの中で、できる限り多くの

空港の運営委託を進めた上で、先ほど言いましたように、財投の残高が羽田の

場合、まだ１兆円あったりとか、幾つかの空港ありますので、これについては

もう少し時間をかけざるを得ないということも十分考えられますと。 

 これについては第２フェーズを設定して、それについても先ほど言いました

ように、これから１０年間の間でおおむね終了すると。フェーズ明けはやむを

得ないと思いますが、だからといって、１０年の最後のほうに全部後送りする

んではなくて、できるものについては、最初の５年間でできるだけやり、やむ

を得ないものについては、残りの５年間という考え方で進めていくということ

ではないかなと思っております。 

 ちなみに、その経営改革が進むまでの間、もともとその空港関連企業の経営

の透明化、これは、ある意味公的な資産を使って経営していただいております

ので、財務諸表等の適切な開示というのは必要であろうかということで、成長

戦略会議の中でも申し上げましたし、それから、地代が適正なものであること

も当然必要であろうかと思いますので、これについては同様に進めていくと。

もちろん、民間委託された後には主体が変わりますので、その限りではありま

せんけれども、こういう今までやるといったプロセスはないがしろにせずして

いくということであろうかなと思っております。 

 これが大きいプロセスでありまして、ちなみにお手元の資料の中の、１９ペ

ージのところにスケジュールイメージというのを出してございます。 

 これも、私が論点ペーパーと一緒に考えてきたものに皆さんの意見を反映さ

せていただいた形で、特に対話プロセスというのがかなり入った形になってご

ざいますが、これもご参考までにご確認いただければなと思ってございます。 

 １２ページでございます。先ほど、海外の例でも言いましたけれども、１２

ページの下の６のところ、幾つか論点がございます。やはり公益性、自然独占

性があるものでありますので、ある意味、官と民が緊張感を持ってパートナー

になる必要があると。 

 一方で、恣意的な行政介入で、民間がこんなものとてもじゃないけど、お金

を出せないよということにならないようにするということがありますので、今

後の具体的な実行の案をつくっていく上で、１３ページ以下の大事なポイント

について詰めをするということが必要であります。 

 ①は、最初に申し上げました空港の機能の非常に大事な安全保障、災害等、

こういうところに実際には有事法制とか、災害対策基本法上は指定公共機関と
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して、例えば成田等の会社管理空港はそういう位置づけになっております。今

後、民間委託された場合にも、一たん、事があったときには、こういうことの

協力はきちんとなされるような形の担保はしておく必要はあります。 

 それから、空港運営主体が、やはり適正な水準のサービスを提供してくれな

いと、ある程度、例えば自分の契約期間があと数年に迫ってきたので、あまり

サービスのレベルを上げずに、とりあえずもうけるだけもうけようというよう

なことをやられては困りますので、サービスレベルアグリメント等、一定の水

準を担保し、それを中立性・独立性を持った第三者委員会等が見るというよう

な意見もございましたけれども、何らかの形で、きちんとサービスが担保でき

るというものは、この契約プロセスの中で入るようにすると。 

 それから、価格等の部分についてでございます。これは両方の意見ございま

して、先ほど言いましたように、需給・サービスの中で、柔軟な価格設定がで

きているという、これは重要だ、ものすごく大事だと。 

 一方、だからといってかわりの業者がなかなかいないという中で、独占的に

上げられても困るということでありますので、今の着陸料等は、事後の介入が

できるように、届出制になっておりまして、あんまり変でなければ、届け出だ

けしていただければいいと。そうでなくても、おかしなことが起こったら、後

で介入できるような仕組みになっておりますので、こういった考えも参考にし、

かつ諸外国の事例を見ながら、一定程度の価格が、何かあったときには少なく

ともきちんと介入できる形を担保するというようなところの線に沿いまして、

議論を深めていくことが必要であるかなということであろうかと思っておりま

す。 

 それから、契約の見直し条項であります。契約については、法に変わって契

約でという部分がありますので、できる限りきちんと専門家同士で詰めるとい

うことが必要なんでありますが、ただ、諸外国の例を見ましても、先ほどの英

国の例でもありましたように、予想以上に大きな環境の激変があるところがあ

りますと、特に、こういうコンセッションの場合は、契約期間が数十年という

場合が多うございますので、途中で事情変更の場合には、何らかの見直しがで

きるという枠組みだけは残しておくということが必要かなと思っております。

これがまず最初の契約に位置する部分でございます。 

 １４ページでございます。先ほどのプロセスの中でも若干申し述べましたが、

個々の事業それぞれにありますと。基本的には、対話のプロセスの中で、その

事情を勘案していくということなんですが、それ以外にも、ちょっと大きい問
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題があるのが羽田でございまして、財投の償還がある程度できなきゃいけない

と、それから、ターミナル会社が過去、これは国が金がなかったという経緯も

あって、民間上場企業になっているということもありますので、この辺を勘案

した上で、少し第２フェーズに入らざるを得ない部分もあろうかと思います。 

 もちろん、現在の事業者さんはじめ、意欲のある方が違う形の何か手の挙げ

方をしてくださった場合には、もちろんそれが進んでいくことが望ましいこと

には変わりはないわけでありますけれども、これは留意が必要であるというこ

とは明記しておいたほうがいいのかなと。 

 それから、福岡、那覇は、先ほど言いましたように、民有地の土地借料の負

担が多額となっております。それから、環境対策にもかなりのお金が出ている

ということがありますので、これがきちんと担保できるというような仕組みを

組みあわせた上で、実際には民間委託をしていかなきゃいけないというところ

で、少し時間かかかるかもしれないという部分がございます。それから、共用

空港については当然なことながら、自衛隊、防衛庁とのすり合わせが必要とな

ってくる。 

 それから、１つ、ちょっと例外的な形なんですが、２８空港の中で、八尾空

港というのは、現在も定期便が運行しておりません。現時点でほんとうに国管

理空港として、こういう位置づけの中で同じように扱うにちょっとふさわしく

ないようなところも正直言ってあろうかと思いますので、ここはそもそもこの

空港のあり方自体を少し見直していくことを含めてでないと、単純な民間委託

ということでは到底進んでいかないだろうと思っておりますので、ここはあえ

て付記させていただいております。 

 それから３点目は、これも皆さんからご意見ありました、大きい方向性はい

いんですけれども、大きな投資があるときにどうするんだというところでござ

います。一義的には、自分が経営していく上で必要な投資とかメンテナンスに

ついては、民間事業者が経営判断の中で自分はやっていくんだということが基

本なんですけれども、次ページにありますように、公的な役割を踏まえ、国や

地域、利用者にとって必要な投資がなされないようになってはいけませんので、

そこの担保だけはすると。 

 具体的には、日常的なメンテナンスは民間事業者がきちんとやっていただく

と。空港機能や利便性を向上させる投資も、企業価値が上がれば彼らにとって

はメリットですので、原則は民間事業者になります。 

 ただし、大規模災害が起こりました。例えば、今度の仙台のような話だと思
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うんですけれども、こういうときの不可抗力の対応においては、例えば民間が

保険を払うというようなことになれば、これは逆にいうと、コンセッションで、

国がいただけるお金を下げるということにもなりかねませんので、そのバラン

スの中である程度どちらが引き受けるのがいいのか。ほんとうに民間がやるの

が無理な場合、あるいはそれが国にとってもメリットでないような場合につい

ては、国側がやるような余地も残しておくと。 

 それから、首都圏空港のように、大きな施設整備、それから、国として先行

的投資をすると。民間の投資は、需要が増えてくるタイミングでちょうどよく

やっていくのが一番いい投資でありますが、国が政策的に、例えばシンガポー

ルなんかそうなんですけれども、大きな基幹空港については先行的に投資する

と、これも将来的にないわけではありませんので、こういう場合については、

ある程度、官がやるということもあり得るようにしておくと。これは一律決め

ることではないんですけれども、必ず民間というふうにしてしまいますと、動

きがとれなくなる場合が、その大規模投資ですとか、それから、耐震化工事と

か、幾つかそういう例外的なものがありますので、この区分をしていくという

ことであります。 

 やや歯切れは悪いんですが、ここで大事なのは、是々非々で判断できるよう

に、全部国でやるとか、全部民間でやるとかしないで、そこできちんと分担を

して、民間ができることはできるようにすると。そうでなくても投資がされな

いようなことがないようには余地を残しておくというところをルール化してお

くということが必要かなと。 

 ４番目は、どちらかというとちなみにではありますが、本検討会が直接空港

整備勘定を対象としたものではございません。仕分けの対象ともなっておりま

す。これからいろいろな見直しがなされていくんだというふうには理解してお

りますけれども、一定程度、特別会計の中では役割が限定していくと。 

 ただ、今回のと関連でいいますと、羽田の整備と借入金の償還等については、

ある程度進んでいくということは担保する必要がありますので、あしたこれを

なくしていくということではなく、一定程度の担保をしながら、役割がだんだ

ん限定されているんだろうなという理解でおります。 

 最後になりました。ちょっと長らく私のほうで話してしまいましたけれども、

これは、各委員の総意でもあろうかと私、勝手に思っておりますけれども、せ

っかくここまでの時間を費やしてまいりました。国として、決めた新成長戦略

に準拠し、国交省の成長戦略の残されたピースの部分でありますので、これを
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ここの紙だけにしないで、確実に進めていただくということでありますので、

まさにこれを受け取っていただきました暁には、先ほど申し上げました「空港

経営改革の実行方針」を速やかに策定し、それを公表するとその上で、必要な

予算請求等、来年度予算も含め、できる限り速やかに進めていただき、必要な

空港法等の改正のプロセスもどんどん進めていただくと。ここが進めていく最

大の担保であろうかというふうに思っておりますので、これは強く強くお願い

するということで、私の今回の案でありますけれども、皆さんへのご説明を終

了させていただきます。 

 長くしゃべってしまいました。皆さんの意見、何度も申しましたように、で

きる限り入れ込んだつもりでありますけれども、まだまだ至らないところもあ

ると思いますので、ぜひきょうも忌憚のないご意見をいただきたいと思います。

特にこれからの取りまとめでございますので、大変恐縮でありますが、きょう

皆様お一人ずつ、挙手で順番にというよりも、ぜひご意見をいただいていきた

いと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 座長特権ということで、検討委員会の委員名簿、あいうえお順になってござ

いますので、恐縮ですが、準備ができてないと言わずに、○○先生のほうから。 

【委員】  私のほうが先ですか。 

【座長】  ええ、このリスト上、○○さんが先になっていますので、ひとつ

ご意見、よろしくお願いします。 

【委員】  よろしいですか。ありがとうございます。 

 まず初めに、ちょっと感想ですけれども、これ読ませていただいて、これま

でにもいろいろ議論させていただいているので、ほぼ私も思っていた意見も反

映されていますし、まとまり方もすごくわかりやすいのでいいと思っています。 

 ちょっと２００６年ぐらいですかね。ちょうど私が、ビルの収支問題とか空

港収支とか駐車場の境界の問題とか、いろいろ議論し始めたときに、国交省の

方と議論すると、例えば自治体に渡すとか、民間に渡すことはあり得ないみた

いな議論になっていて、この５年の間にここまでよくきたなということで、大

変うれしく思っているのが実感です。 

 それはちょっと感想なんですけれども、ちょっと幾つかコメントで、初め、

タイトルはこれは多分いろいろ議論、調整されて、もう決められているならも

ういいと思うんですけれども、経営改革、当然なんですが、もう少しこの中で

いろいろ改革の中身というのがあって、その方向性もあるので、それがわかる

ようなタイトルいいのかなと思いました。これはちょっといろいろな事情があ
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ると思うので、感想までです。 

 ちょっと４つほど、私の専門がちょっと財政的なものなので、財政に関して

４つほどコメントしたいんですけど、まず、６ページの上のところで、羽田空

港に財政投融資資金１兆円ほど入っているという話があって、現在の空港経営

のところで、当然、利用者からの負担、燃料税も含めて入って経営しているん

ですけれども、一般国民からの一般財源というのも当然入って今経営していて、

今後もそれを入れていくのか、できるだけコストを減らして、国民負担を減ら

してということなので、そういう一般財源も入って運営しているというところ

を少し明示しておいたほうが、今後できるだけ国民負担を減らして空港経営を

やっていくという視点が出るかなというふうに思いました。 

 ２つ目の視点ですけれども、１２ページのところで、やはり一番重要なのは、

今、空港で、ターミナルビルが民間の第三セクターで行っているということで、

一体化をしていく上で、ターミナルビルとの関係というのはどうあるべきなの

か。ここでは一定期間、指定期間内にその協定を進めていくということですけ

れども、やはりターミナルビルの方と話してみると、現在わりと黒字が多くて、

空港のほうも黒字の空港もありますけれども、実際赤字のところもあって、一

体化していくと、ビル側からすると現在の黒字の経営にとってはあまりいいこ

ともない可能性もあるので、できるだけ空港のターミナルビルと連携しやすい

ようなインセンティブを高めて、それが一体化することが地域にとってよくて、

当然、第三セクターですから、地域にとっていいことは第三セクターの会社と

してもメリットがあるということで、必ずしも利益を追求しているわけではな

いので、そういう視点も含めて、できるだけ協定を進めるような、期限を切っ

てでも協定を進めるような、プレッシャーをかけるというわけではないんです

けれども、インセンティブを持たせるような形を強く出した書きぶりのほうが

もう少しいいのかなというふうに思いました。 

 ３番目、あと２つなんですけど、１４ページのところで、私、関西出身なの

で、八尾にも近いんですけれども、八尾空港というのが特に配慮が必要な空港

というふうに出ていて、当然、特殊な空港なので、このプロセスとは少し外れ

たという意味での配慮が必要なんですけれども、逆にいうと、特に配慮が必要

ない空港というふうにも書けるかなということで、民間機が飛んでいるとその

公益性という議論はあるんですけれども、私もちょっと視察してみると、特に

国の存在意義は、逆に議論しなくてもいいという意味で、国の存在意義が薄い

というようなこともあるので、ここはこのような書きぶりになるのはしようが



                                                   

- 25 - 
 

ないのかもしれないですけれども、ほかの例えば福岡とか羽田に比べると、逆

に難しい点というのは少ないという意味で、ちょっと特殊な形の空港かなとい

うことなので、その形も少し含めて、ここでは、空港利用実態に応じた運営形

態を見直すと書いてあるんですけど、もっと踏み込んで、空港の存在意義をも

う一度見直して、よりもっと効果的に土地も利用してもらうという、空港の抜

本的なやり方を考えるという形で、もう少し踏み込んだ書きぶりがあってもい

いかなというふうに思いました。 

 最後なんですけれども、ちょっと財政の観点からいうと、やはり今後整備が

どうなるのか、１５ページのところですが、空港整備勘定がどうなるのかとい

うのは、やはり重要な視点に財政面からはなってきます。整備をどのぐらい国

で負担するのかという整備勘定というのは、その整備を一般会計で負担すれば

また違うんですけれども、やはり国のお金をどのぐらい入れていくのか、その

説明責任という意味ですごく重要になってくるので、やはり今現在整備のベー

スになっているのは、航空機燃料税という税金を使っていますので、ここでは

あえてその言葉を入れられてないのかどうかちょっとわからないんですけれど

も、その燃料税のあり方という視点ももう少し入れて、この空港整備をやって

いくんであれば、燃料税をどのぐらいまで残すのか。もう一般会計からその燃

料税と切り離してその整備をするのか、空港整備勘定という形で燃料税という

のは残すのか、そういうところもちょっと関係すると思うので、燃料税のあり

方、書きにくいとは思うんですけれども、そういうところと関連しているとい

うところをもう少し書いておけば明確に今後も議論できるかなというふうに思

いました。 

 以上です。 

【座長】  ありがとうございます。タイトルはありがとうございます。一般

財源のところは、ある程度、金額も含めて途中で書いてございます。それから、

八尾の点は、少しこれは事務局も含めてぜひ議論したいということでして、ち

ょっとその最後の燃料税のところは結構難しいところが法律的にあると思って

いまして、今回、本格的にそのあり方を議論しているのではないという。 

【委員】  そうですね。 

【座長】  そこの部分の中で、おっしゃる論点については理解しております。

少し考えたいと思います。では、○○さん。 

【委員】  ありがとうございます、座長におまとめいただいて。おおむねと

いいますか、非常によくまとまっているとは思います。○○先生がおっしゃっ
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たとおりかと思いますが、二、三点。 

 １０ページのところなんですけれども、これは座長もご指摘いただいており

ましたけれども、空港経営改革の実行方針というところで、ここで原則を示せ

と。これは今のドラフトの案では３２年度まで、およそ約１０年間にわたるプ

ログラムを言っていますので、その間にできれば、できるだけ政府としても、

こういう方向で、これはお願いになりますけれども、こういう方向でいくんだ

ということをはっきり書いていただくと。それによってこの１０ページの下の

ところに書いてありますように、民間の知恵と資金の導入を促進する観点から

もということですので、いろいろなＰＰＰのあり方、いろいろな形があると思

いますけれども、環境整備といいますか、これは国がどういう政策でいるかと

いうことが、安定することが多分、民間参入の非常に大きな余条件といいます

か、そういうことになると思いますので、ほんとうは何か法律とかでもいいの

かなぐらいには思うぐらいのトランジッションについての何らかのことを書い

てもいいのかなということなんですけれども、それに近いような形でしっかり

書くと。 

 それによって安定した政策に基づいて民間がいろいろな知恵を出して、逆に

いうとそれがあることによって、よりもし民間委託のコンセッションされるん

であれば、フィーは上がっていくということだと思うんですよね。逆にいうと

それによってバリューを上げることができると。政府の余条件といいますか条

件が安定し、幅があるというか、民間にさせることで、コンセッションフィー

も民間が払ってくれるフィーも上がっていくということですので、そこはもち

ろん１０年間というのはかなり長期にわたることですので、いろいろな条件が

変わることもありましょうし、ここ１１ページに書いていただいていますよう

に地方自治体とか、空港ビル等の関係者、この関係者の中には、マーケット・

サウンディングする中の関係者も入ると思うんです。お金を将来やっていこう

という方も入るかと思うんですけれども、ここはこれで十分書かれてはいると

思いますけれども、その認識は非常に重要だなというふうに思いますので、バ

リューを上げていくというためにもここは１つ大きなところだと思っています

ので、これ、フォローアップになるのか、私のコメントもわかりませんけれど

も、強調し過ぎてし過ぎることはないかなというふうに思っております。それ

がまず第１点目です。 

 それから２点目は、１１ページから１２ページに書いていただいた、推進体

制の整備のところでございますけれども、１１ページの書いていただいている
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内容で非常によろしいかと思いますが、特に③のところですね。投資家や民間

事業者にとって十分な内容の開示資料を作成、これは別に空港だけではなくて、

いろいろなものを民間委託するとき、市場化テストとかいろいろなことありま

すけれども、非常に官の資料が、情報開示が十分でないと、これまた民間の十

分に算定できないと。これもまたさっきのあれで、十分にバリューを出す基礎

が出ないということですし、その辺をパッケージとして非常によくつくってい

る。これはなかなか難しいことだと思いますけれども、これもある意味、コン

セッションフィーをできるだけ幅を持たせるという意味では重要ですので、こ

こはぜひこれも政府もしくは管理者側にできることですので、よろしくお願い

したいと思います。 

 その同じところの次のページのところの続きですけれども、一定期限つきの

条件のもとに、公的な専門機関も含めてということですので、ここは私が理解

している趣旨は、あちこちばらばらにつくるのではなくて、ある程度、知識集

約型で期間限定でという形でつくっていただくという理解ですので、そこも各

空港別というわけではなくて、ある程度知識を集約するような形でできればい

いのかなというふうに思っております。これは非常にプロ集団が入ると、しか

も公的なそういう政策を用いてやると、今までいろいろなところで見聞きして

いる中では、非常に上手にネゴシエーションをしてくれるということがありま

して、非常にネゴシエーションパワーもわりと高いところからいけますので、

公的な面とプロの集団の両面を使ってということだと思いますが、そこのとこ

ろをそういう認識ですねと集約していく、ある程度固まりというところでとい

うことです。 

 あとは感想めいた最後のところは、関連する論点のところなんですが、関連

する論点のところの（１）の中の１２ページ、１３ページのところです。安全

保障、災害等対応。ここはどういうふうに法律上やるか、もしくはいろいろな

契約の中でやるかというやり方が一応あると思いますけれども、これも非常に

海外でも一応そういう事態を考えてやっているところですので、ここはかなり

詳しく書き込む。 

 これは逆にいうと、公共が一時的にステップインするところですので、民間

の方も非常に関心があるところですので、ここら契約あたりで、契約もしくは

規制プラス契約でしっかり書いていくということかなというふうに思っていま

す。 

 ②、③もサービスレベルと価格規制。ここら辺も民間の自由度とサービスレ
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ベルの担保という表裏一体のところですので、ここらあたりは非常に協定で担

保していくところかなと思っています。価格等規制も非常にレギュレーション

のタイプいろいろあると思いますので、日本もしくは個別の空港に合った形で

どういうことができるかというのを、あまり一律に考えないで考えていく必要

があるかなと思います。最後のところは若干感想めいております。 

 以上です。 

【座長】  ありがとうございます。首尾一貫して、ここにも書きましたけど、

民と官の健全な緊張関係をどうやってつくるかということをおっしゃっていた

だきました。どうもありがとうございました。○○さん。 

【委員】  ○○ですけれども、３つありまして、１つはページでいうと７ペ

ージなんですけれども、手法として、コンセッションを主たる手法として想定

しますということで、結果としてコンセッションが対応されるというのはいい

んですけれども、これをいきなりコンセッションをベースにしてよろしいのか。

いわゆるマーケット・サウンディングのところでいろいろ株の売却とかも含め

てサウンディングをしなくていいのかという、ちょっとそういったプロセス的

なところがあります。方向性として別にこれがよろしくないということを言っ

ているわけではなくて、ここで結構、特定するような格好で言っていいのかと

いうが１点目です。 

 それから、２点目は、オーストラリアの事例で、コンセッションプロセスに

ついて触れられておりますけれども、これは民営化のプロセスというよりも、

いわゆるそのＭ＆Ａとかでも使われるような、やや最初弱く入って、いわゆる

２ステップというか、３ステップなんでしょうか、そういうものだと理解して

います。 

 確かにこれは総論としては、もちろんこういった格好は非常にいいと思うん

ですが、ある程度、その企業のＭ＆Ａにしてもその対象が絞られて、その中で

どうしますか、全部なんですか、部分が欲しいんですか、どういうストラクチ

ャーにしますかと、そういう聞き方のプロセスが関心表明のところですので、

これを何となく、じゃあ、２８あります、これをこう全部いかにしてどうしま

すかということにすると、なかなかせっかくのマーケッティング・サウンディ

ングのところが焦点が絞り切れなくなるんじゃないかという懸念が若干ありま

す。 

 ちょっと先ほどコンセッションのところで、狭めるなといったところで相反

するかもしれません。これは手法の話というよりも、その対象をある程度絞っ
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た上でサウンディングするかどうかという、そういうところの指摘でございま

す。 

 ３点目はこれは非常にマイナーですいません。付録というか、１６ページの

諸外国の空港経営改革の取り組みというところで、１段落目の最後に、アメリ

カでは空港は民営化進んでないということなんですけれども、ちょっと私の理

解では、実はこれは進みつつあって、そのＦＡＡの民営化のパイロットプログ

ラムというのがロンチされて、５つの空港が名乗りを上げて民営化可能という

ような段階にまで来ていたりもするものですから、非常に細かいんですけれど

も、ちょっとここ場合によっては、書き方を変えていただければと思います。 

 以上です。 

【座長】  ありがとうございます。コンセッションは、コンセッションをど

う定義するかでというのがあるんで、ちょっとあれなんですけれども、基本的

には、先ほどの何らかの資産、底地なのかどうかを別にしまして、国に残した

形で、その残りの部分をというところはありきで、正直言って考えています。

その代表例がこれだろうなということでありまして、例えば上場民営化みたい

な話を最初から意図してこのプロセスを進めているんではないというのは、ス

トレートに言うとそういう形であります。 

 マーケット・サウンディングとかもおっしゃるとおりでありまして、ただ、

ある程度広めにバンドリングも含めて受け入れるという形をマーケット・サウ

ンディングのプロセスの中でやるのが今回はよさそうだと思っていまして、こ

れはちょっと具体的なプロセスの設計の中で今いただいたポイントでおっしゃ

るとおり、広げると絞ると両方プロコンがあるので、出し方を、開示指導のあ

り方も含めて工夫していきたいと思います。 

 ３点目はおっしゃるとおりですので、ちょっと文章直したほうがいいかもし

れませんので、考えさせてください。ありがとうございました。○○さん。 

【委員】  日本の現況における空港の状況をほんとうにしっかり分析をして、

次なる経営改革に向けて具体的な非常によい提案、よい報告書ができまして、

個別の事情も踏まえて、かつスケジューリングプロセスを踏まえて、具体的な

大切な提案書だと思います。３つほど申し上げます。 

 まず１点目は、これは報告書なんですかということです。この会自体が検討

会ですので、検討会の報告書ということになりますでしょう、位置づけのこと

を言っているわけでございまして、審議会ですと諮問に対する答申とこうなる

わけですけれども、これはもともとの空港運営のあり方に対する検討会自体の
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位置づけが成長戦略会議より受ける中で、この検討会議ができているわけです

けれども、その法律的な行政法的な位置づけがもうひとつ最初からあいまいに

始まり、国交省の成長戦略会議自体もあいまいに始まりましたところがあった

と思います。その流れの中でこの検討会のこれはあくまで報告書というのが、

どのように実効性が担保できるような位置づけになっているのかということを、

もう一度しっかりととらまえ直さなくてはいけないということを申し上げたい

と思います。 

 それから２点目が、マーケット・サウンディングということで、大変に対話

を重視しながら、いろいろな個別の事情がいろいろ空港によってありますから、

当然またいろいろなその間にいろいろな対話をしながら、自治体の都度にサウ

ンディングすることは、非常に結構なことだと思うんですが、これもこの主体

をもう少ししっかり明確にしておかないといけないと思います。これ自体は１

つの手法としての位置づけはわかるんですけれども。その前の空港経営改革の

実行方針の策定というのは、これは国においてつくるということになるんです

かね。 

【空港運営調整室長】  そうです。 

【委員】  そうなんですね。じゃあ、そこでしっかりとこのマーケッティン

グ・サウンディングをする主体の組織というふうなものをもう少し位置づけを

しっかりとこの方針のところで策定しておかないと、こういう手法がいいです

よねと、こういうふうにやらなくちゃいけないんですねということはわかるん

ですけれども、何か実行していくに当たって、弱いんじゃないかと思います。 

 ○○先生もご指摘なさったように、１２ページのところに、その官民あわせ

た公的な専門機関を新たに設置という、１２ページの一番上には書いてあるわ

けですけれども、この設置を何かもう少ししっかりとした組織の位置づけが必

要であろうと思います。 

 前のときには買取機構というのが出ておりまして、それは少しやや先行的だ

ということで、今回の中では出てこないわけですけれども、例えば経営推進改

革機構というようなものがいいのか、ちょっとネーミングは別としまして、何

らかのもう少し位置づけがないと、実行主体になるのかなというようなちょっ

と危惧をいたします。 

 それから３点目は、３ページのところに非常に国管理空港の傾向増と課題と

いうことで、今までの戦後の航空のあり方のところのいろいろな問題点をしっ

かり構造的に指摘されておりまして、非常に私から見ると上品に書かれていま
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すので、これで問題点がわかるかなと思うわけでございます。 

【座長】  いろいろな制約が……。 

【委員】  つまり問題点は、非空港系収入というのは、実態としてはある程

度、その空港系事業の、言い方が悪かもしれませんが、コバンザメ的な、非常

に下駄を履かせてもらって、割合いいビジネスとして、走ってきたというよう

なことがあると思うんです。もともとの設計が、航空事業自体は公でやると、

非空港系はそれとは別の一つ一つの出発の仕方でもって進んできたというとこ

ろがあります。そういう１つの構造が今足かせになってきた。やはりもう少し、

その諸外国を含めて空港系、非空港系を一体的に効率的にやっていくというこ

との中で、次なる空港経営をより魅力的な、かつ国民の負担の少ないものにし

ようということの非常に大事なところなので、大変に国民的理解、そして、マ

スコミ理解が要ると思います。 

 というのは、その航空系と非空港系を分けてとかく空港の収支は赤で赤字が

多くて、何か無駄な空港いっぱいつくったみたいな、そういう非難がいっぱい

あることが多いんですけれども、非空港系を加えると、いや、そうじゃないと

いうふうな数字もしっかり出てくるわけですので、やはり今までの、その１つ

の構造的な問題点というのをもう少し、あまり上品に書いてもわかりにくいん

ではないかなと思います。ここの理解が得なければ、これから１つの改革をし

ていく、なぜ改革が必要で、なぜ一体経営が必要なのかというところに入って

いくのに、そこの理解がちょっと少ないと入っていけない、国民的理解が得ら

れないと思いますので、ここは何かもう少しわかりやすい、もう少し書いても

いいかなという気がいたします。 

 以上でございます。 

【座長】  ありがとうございます。この大事なことをいっぱい言っていただ

きまして、特に、報告書なのか、提言なのか、答申なのかなんですけれども、

ここについては私の理解はこうでございます。事務局、違ったら教えてくださ

い。 

 まず、これを公開でやるということの価値は結構あると思っておりまして、

ここでこれが政務三役の方にも出ていただいて、きちんとやっているというこ

とは相当公的な約束をお役所にしていただくという位置づけであるということ

で、実はお引き受けさせていただいたと思っておりまして、しつこく書いてい

るんですけど、ちゃんとやってねということも書いて、これをやらないと困り

ますよという形でやるしかないのかなと思っています。 
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 これは今からちょっと位置づけ論を、すいません、なかなかできないんです

けれども、そういう形で限りなく答申、提言に近いような形で受け取っていた

だいて進めていくんだと。 

 ただ、今回は先ほど言いましたように、この後、詳細の実行のところを方針

をつくらなきゃいけないというところがある中でのものですと。ですから、方

向性ははっきり出していただいてということになるのが私の受けとめ方でござ

いまして、これはもしもっとパンチを出せとかということがあれば、ぜひ何か

考えたほうがいいのかもしれません。 

 それから、マーケット・サウンディングの主体のところ、ここは書きようも

あるかと思うんですけれども、１つだけおっしゃった点でそうだなと思ってお

りますのは、もう１個新しい器をつくって天下り先つくりましたという、そう

いうふうに絶対しないというのはすごく大事だと思っておりまして、あくまで

一定期間、それも外からのプロも使えるようだと。その形自体がどうなのかに

こだわるよりも、その意味ですね、何か器ができたんで便利だとならないよう

にするということをどう表現するかについてはちょっと考えてみたいと思いま

す。 

 最後のところ、私も人間あんまり上品じゃないんですけど、パンチが足りな

いという叱咤激励だと思いましたので、ここはちょっと苦吟してみたいと思い

ます。多分、４ページは、結構ストレートに書いているんですが、その４ペー

ジの構造の問題を言う前に、どうなっているという事実を関係を少し整理しな

いと、説明しにくいというところとのバランスなんですよね。問題だけぽんと

言っちゃうのがいいのか、いや、それともそうなってくる実は構造とか、法的

根拠はこうなんだと、ここら辺のバランスがありますので、少し工夫させてい

ただければなと思います。ありがとうございました。 

【座長】  ありがとうございました。次、○○さん。 

【委員】  座長のほうで全体を非常に上手に集約していただきまして、ほん

とうにありがとうございます。全く異論等のないところでございます。 

 そういう中で、２点ほどちょっと気がついた点といいますか、ご意見を述べ

させていただきますと、まず７ページ、それから、関連するところでございま

すけれども、１１ページというところで、やはりこのマーケット・サウンディ

ングのプロセスの組み込みというのは非常に重要であるという位置づけでござ

いまして、全くそのとおりでございまして、ここをどういうふうにこれから仕

切っていくかということは重要だというふうに考えております。 
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 ここで提案をどう求めていくかということなんですけれども、１つ重要かな

と思いますのは、この地元が自主的な努力であるとか、これからこういう形で

合意形成をやっていくということを考えたときには、地元からの提案をうまく

受け入れるという制度設計も重要じゃないかと思います。 

 最終的なゴールがきっとコンセッションということになろうと思うんですけ

れども、そのプロセスの間に、必ずしもそのコンセッションがうまく成り立た

ないケースもあるかもしれませんし、ある程度多様な選択といいますか、提案

に基づいて取り得る中間的なといいますか、その地域の事情とか、特性とかも

勘案した形での手法の選択というのもあってもいいのかなと。 

 ７ページ目のところに、コンセッションというのは主たる手法ということで

定義していただいていまして、そのほかに「また場合によっては」ということ

で記述されているんですけれども、例えばですけれども、ガバナンスを十分に

働かせるということを前提に、例えば地方公共団体ですとか関連する機関も提

案者となって、例えばここでポートオーソリティ化とか、ある程度、これまで

にないガバナンスの効いた法人化みたいなものが中間にあって、その後に民営

化とかというのも選択肢として考えられはしないかなということでございます。 

 民間等のパートナーシップというのはきっと多様で、その地域、地域の独自

性とか、ある程度主体性みたいなものを尊重していったときに、その創意工夫

を民間とどういうパートナーを組んで提案するかというところが多分ポイント

になってくると思うんですけれども、そのあくまでビッドする側と、そのビッ

ドされる側ということだけじゃなくて、それを最終的にするとしても、その前

段階である程度、もう例えば考え得られるような選択肢があるとすれば、手法

的なところかもしれないんですけれども、提案を受け取れるようなプロセスも

あってもいいかなということでございます。 

 なぜかというと、そのコンセッションが最終的な理想形としても、日本の航

空のネットワーク全体で支えていくとすると、この地域はなかなかうまくコン

セッションまでいかないとすれば、ある程度そういうところでは成り立ち得る

ような手法というのを提案に加えるという形で、コンセッションをその主たる

手法ということで位置づけつつも、ある程度幅を持たせるというのもあるのか

なというのがちょっと考えたところでございます。その辺をこれから詳細な実

行計画をつくっていく中で、制度的にどう位置づけるかということになろうか

と思っております。それが１点目でございまして、あともう１点が、１３ペー

ジなんでございますけれども、サービスレベルアグリメントのところなんです
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が、これは重要なのは、おそらくこれから経営改革をやっていく。その中で、

何を対象としてチェックをかけていくかということに多分なると思うんですけ

れども、財務的な問題から、利用者側のサービスレベルから、経営の公表から、

多様なものを対象となると思うんですが、この中長期的なモニタリングのシス

テムということがやはり重要。ここで第三者委員会ということでなっているん

ですが、そのモニタリングの醸成というのは、ずっとこれまで言われているガ

バナンスの問題ということの手法論ということになると思いますので、その辺

で、これから空港の経営とかで考えていかなければいけない中長期的なモニタ

リングシステムというのも位置づけてもいいんじゃないかなというのはちょっ

と感想でございます。 

 大きく２点でございます。 

【座長】  ありがとうございます。マーケット・サウンディング、大事だと

おっしゃっております。そのとおりだと思っておりまして、一応、先ほどのご

質問にもあったように基本はコンセッションで、原則は国民負担を増やさない

で、民間の知恵と資金が入ると。 

 ただ、そういう主体の中に例えば自治体さんが入ってこられると、いろいろ

なハイブリットな形はあろうかと思っていますので、そのときに何の余地もな

いと、例えば会社化の余地もないというようなことがないように、少し幅を持

たせて書かせていただいておりますが、あくまで原則をどう揺るがさずに、こ

ういうことを修辞法を間違うとありの一穴になってもいけないんで、この辺を

どういうふうにしていくかというところで書かさせていただいています。 

 それから、中長期的なモニタリングはもうおっしゃるとおりだと思いますの

で、そのトーンがもう少しスケジュール感とか、何かのところに出るのであれ

ばいいかなというふうに思います。ありがとうございます。 

【委員】  まず、この検討会で私が一番難しいと思っておりましたのは、空

港の経営改革のこれからの方向性というのをしっかりと基本線を打ち出した上

で、２７もある、各空港それぞれの事情というのをその中でどのように反映さ

せていく余地を見出すのか、工夫をそこに重ねていくのかという、バランスで

す。これが一番難しいと考えておりましたけれども、今回、座長のほうからご

提示いただいたこの案は、非常にそこの微妙なバランスというのをうまくとっ

て、改革の具体的方向性も伝わるし、そして、そこからちょっと逸脱してくる

ような、あるいはそれに乗り切れないようなものについてもさまざまな配慮、

工夫が示されている。こうした制度設計がなされているということを読み取れ
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るような、内容になっているという点はほんとうにすばらしいと思っておりま

す。 

 その上で、大分いろいろなご議論が出ているので、だんだん苦しくなってき

ましたけれども、重複を恐れずにコメント致します。重複している部分は、そ

の部分非常に声が強いというふうに受けとめていただければと思います。 

 ３点主立ったことを申し上げて、その後、２点だけ細かいことを申し上げた

いと思います。 

 １点目は、これも全く○○委員との重複になってしまうのですけれども、７

ページのところで、コンセッションを主たる手法として位置づけると。これは

もう背骨の基本線の部分でございますので、わかりやすくこのようにご提示い

ただいた上で、各空港毎に地域あるいは地域に限らず個別のさまざまな事情と

いうのもありますから、直ちに通常言われている意味でのコンセッションとい

うのに乗りにくいお話というのも当然出てくるだろうと思います。そこにさま

ざまなバリエーション、民活もいろいろな手法がございますし、これから民活

手法というのはまた新しい手法が出てくることも十分あり得ると思いますので、

様々なタイプの手法導入に対応できるような、またこうした各空港の事情にも

耳を傾けていけるような仕組みにしていきたいと思いました。 

 その意味でここに書いていただいている、「その他の民営化手法も含めて検

討し」というような文言ですね。これは大変重要だと思いますので、ぜひこの

点はいろいろなご議論があると思いますけれども、残していただければという

ふうに思っています。これが１点でございます。 

 それから２点目は、これもいろいろな方がおっしゃっているご意見と重複に

なってしまっているんですけれども、１１ページから１２ページにかけてのと

ころでございます。 

 まず、これを担う、このプロセスを中心的に担っていく主体という点につき

まして、先ほどからご議論がございますけれども、まさにここに国の外部に公

的な専門機関を新たに設置することも含めて具体的検討を行うということで、

座長がおっしゃっておりましたように、決して新しい何か箱をつくるというこ

とが目的ではない思います。その点はこの報告書になるか、提言書になるか、

出していく中で、誤解を与えないようにしていくということがすごく重要かな

というふうに思っております。 

 先ほど○○委員がおっしゃっていたように、この主体については、官民のさ

まざまな知恵を集中的に結集するという意味だと思います。その意味で、ここ
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に公的なとあるように、国が責任を持って一定の関与をするにせよ、形態とし

ては別に独立行政法人だったり特殊会社だったりしなければいけないというこ

とではなくて、私は株式会社でもいいと思っておりますし、組織の機能という

のが非常に重要なので、その形態のところであらぬ議論を呼ばないようにして

いくことが大事かなと思っています。 

 そして、それを踏まえて、これは○○委員がおっしゃったのとまた重複して

しまうんですけれども、１１ページのほうにいろいろ書いてございます、その

対象空港をだれに明示するのかとか、それから、マーケット・サウンディング

というのは、だれが主体となってやっていって、そこから出てくるさまざまな

提案に対応したビッドの形というのはだれが考えるのかとか、この点について

は、あえて主語を付してないということなのかもしれませんけれども、こうい

った専門機関がやっていくということであれば、そういうことをにじませても

いいのかなというふうに思いました。 

 それから、３点目は、これは○○委員と全く同じでございます。実行方針、

これは非常に重要だと思いますので、その実行方針にどういうものが書き込ま

れていくのか。今回の報告書というか、提言書に盛り込まれた実施プロセスで

あるとか、担い手であるとか、そういうものについてより具体的に国の方針と

して書き込んでいくことになると思います。そこで実行方針の中身がどういう

ものが想定されるのかというのを、今の段階ではなかなか難しいのかもしれま

せんけれども、もう少し織り込んだほうが、実行方針の重要性というのが読む

人に伝わっていくのではないかというふうに思います。 

 以上、大きな点が３点でございます。 

 それからあと、２点、ちょっと気になっている点がありまして、１つはこれ

もあえてなかなか書き込むのが難しいのかもしれませんけれども、外資規制の

問題です。空港の経営改革をしていくという中で、アレルギー的に感じている

人から見ると、外資というのは非常に厄介な存在だというふうに映ると思うん

ですね。そういったものについて規制をかけていくのか、かけていかないのか、

あるいはそれをどういう段取りで検討していくのかとか、本来であれば、何か

あってもいいのかなという感じはいたします。 

 ただ、いろいろなご事情があると思いますので、どうしてもその記載が必要

だということではございません。 

 それから、あともう１点は地方管理空港の扱いでございます。これは、今後、

またより具体的な実行時に、さらにはマーケット・サウンディングの段階で議
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論が出てくるのかもしれませんけれども、民間側から見たときに、国管理空港

だけを考えていくのか、あるいはセットで地方管理空港の経営も考えていける

のか、それによって随分スタンスというか、対応が変わってくると思います。

そこで、ケースによってはその地方管理空港をそういった経営改革の対象の中

に入れることもあるというようなことも、本来であればどこかに書いてあって

もいいのかなという気はいたします。これはまたこれでいろいろ制約のあるお

話だと思いますが、もし書けることであれば、そういうことも少し入れていけ

たらいいのではないかと思いました。 

 以上でございます。 

【座長】  ありがとうございます。重複の部分は強い意見だというふうにま

ずとらせていただいて、最後の２点、結構大事なポイントをまさにおっしゃっ

てくださいました。この書く、書かないは別にして、私自身がどういう意図か

というのだけはちょっとご説明させていただきますと、コンセッションを中心

に考えた場合に、外資規制というのは不適切な人は外資であれ内資であれ、契

約対象にしないということをこの公的な機関がきちんと判断できるという扱い

にするのが一番いいんではないかなということなんではないかなというふうに

考えております。おっしゃっていただいたように過去はどちらかというと、上

場民営化論と外資規制、大口規制というのが、わりと神学論争のように行われ

てきてものが進まなかったところがありますので、あえてそれを乗り越えると。 

 それから、不適切のところには、先ほど最初にまず目的の安全保障上とか、

幾つかの点において日本の研究が揺るがせにされないということを前段に書い

て、その中で、どういうプレイヤーであるかということは当然見ますよという

ことがにじめばいいのかなと。だからといって外資すべてがいいとか、悪いと

かという議論は、正直言って避けたほうがいいんではないかなというのが今回

の私の意図でございます。 

 それから、後者のほうにつきましても非常にうまくご表現いただきまして、

あくまで国としての自分が管理している、責任を持っている空港に関してどう

するかという検討会なので、書く、書かないは別にしまして、私は個人的には

地方に何かを押しつけるんではない形で提案制度の中で、多分、幾つかの民間

の皆さんが地方管理空港も含めて、地方ともお話の上、こんなあり方あるよと

いうご提案が出てくる確率は非常に高いのではないかと思っていまして、それ

は好ましいことであるというふうに思っていますので、それを妨げないという

ことをあえて書くのがいいかどうかというところだけではないかなというふう
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に、そういうふうにまず考えております。 

 では、○○先生。 

【委員】  この報告書案を読ませていただきましたが、座長はいろいろな可

能性も考えられて表現されているな、と感じました。大変ご苦労さまでした。 

 幾つかは金谷委員や皆さんがご指摘されたことと重複しますので、それ以外

についてコメントいたします。まず１つ目は、コンセッション方式などを検討

するというのは、一つの方法として問題はないとも思いますが、多分この報告

書を受けて具体的な検討段階に入ると、例えば羽田などを考えた場合、既存株

主や財投以外にも多くの債権者などがいる訳で、スキーム次第では株の価値や

クレジットが大きく変動する可能性もなきにしもあらずと思っています。そこ

は今後、既存のそういった関係者に大きなダメージを与えないような措置も検

討したほうが、この報告書の内容をスムーズに進ませるために必要と思います。 

 次に２つ目は、仮にコンセッション方式などで進めた場合、必ずしも黒字空

港だけが対象ではない訳ですので、投資家などが投資やクレジットを取りやす

い環境の整備ということも何らかの形で当面の間、永久には行なう必要はない

と思いますが、検討してゆく必要があると感じました。例えば官民インフラフ

ァンドという形でのサポートでも構いませんし、もしくはある程度のパブリッ

ク的な保証とか支援などを工夫することによって、今回検討したプロセスが投

資の面からもスムーズに進んでいくのではないかと考えます。 

 なお環境の変化への対応については、１３ページに契約の見直し条項につい

て少し触れていらっしゃいますけど、空港をとりまく環境要因の変化だけでな

く、仮に空港経営を委託された方が何らかの理由で経営不振に陥った場合、空

港経営への継続性や適切性が欠けるという理由で、いったんは国に戻すという

ことも考えられると思います。しかしその次の新たな引受け先がすぐには決ま

らない場合など、結果的に廃港になる可能性がでてきますと、行政など公的な

意味での問題もでてくるのではと思いますので、このような場合に対応する仕

組みづくりの検討も示唆しておくべきでは、と感じました。 

 それから最後に１点、別の視点から気になる点ですが、例えば空港会社管理

空港である成田空港の例を考えると、羽田が上下一体で自由に民間運営される

こととなった場合、これまで成田が国際、羽田は国際線もありますが国内とい

うことで展開してきた経緯において、このあたりも全くフリーにしてしまうの

かという点、つまりこれまでの枠組みをどうするのかなという点です。この点

は地方管理空港と国管理空港の枠組みにも該当があるのかもしれません。これ
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までの議論と少し方向がずれるのかもしれませんが、ある意味で、今回の検討

の対象としていない既存空港に、一方的に大きな影響をもたらす可能性があれ

ば、そこをどう考え、例えばクッションなどもつくっていくのかという点も今

後の検討として必要かなと思います。以上です。 

【座長】  ありがとうございます。すごく大事なポイントで、多くのいただ

きましたのは、どちらかというと実行方針の中で詰めていく話が多いかと思う

んですけど、あえてちょっとだけ申し上げますと、経営不振の場合は、基本は

廃港等にならないためにも、コンセッションでほんとうに状況が悪くなった場

合に、業者を差しかえられるようなことも含めてどうつくるかというようなと

ころはちょっと詰めていくのが基本線だろうと思っております。 

 それから、成田問題とか、これはかなり鶏と卵がありまして、これがきちん

と政策として実行方針が出されると、ある意味、話が出ては消えてきている、

その成田、今後どういうふうな資本構造にしていくのかどうかというような議

論が、これが出ることによって次に進んでいく、まさに大事なポイントではな

いかなというふうに思っています。ありがとうございました。 

【委員】  ありがとうございます。○○でございます。 

 まず、冒頭は座長への御礼でありまして、去年の１２月以降、何回にもわた

って開かれましたこの検討会におけるさまざまな、私を含めての意見をこうい

う報告書の素案としておまとめいただいたということ、心から委員の一人とし

て御礼を申し上げたいと思います。 

 私自身は、地方運営を行っている実務的な立場、それと北海道は前にもプレ

ゼンさせていただきましたけれども、道内に１０を超える空港、国管理、道管

理、それから、市管理まで含めて多様な空港をいっぱい持っていると。そうい

った中でいろいろ苦労もしておりますので、そういった観点からさまざまな意

見を申させていただいたわけでありますけれども、こういった経営の民間の知

恵と資金を入れての経営改革ということについての、プロの方々の議論という

ものをお伺いすることによって、私自身も大変に勉強になりまして、それ自身

が今後の道内のさまざまな空港の改革なり運営の方向性というのを、我々いず

れにしろ主体的に関与していかなくてはなりませんので、大変勉強させていた

だいたというのは他の委員の方々に対する御礼であります。 

 その上で、私自身のこれまでの発言というのは、やや皆様方と方向性を一に

してなかったような気もいたしまして、例えば空港の役割につきましても、公

共性、公益性の確保ということを何よりも強く申し上げさせていただいた記憶



                                                   

- 40 - 
 

があって、その空港収支自身が赤字か黒字かということだけで、空港の本来の

機能が変わるものではないと。地域全体としての活性化のために必要な空港運

営であるというようなこともちょっと申し上げさせていただきました。 

 また、道内は、先ほども地方管理空港の話も何人かの方からも出ましたし、

また、座長の報告書のご報告の中でも、そういった提案も地方から積極的にあ

ればありがたいというお話もどこかでされたのは大変心強かったんですけれど

も、私はこの場でもご提案申しましたとおり、確かに千歳空港というのは、ビ

ル運営は大変な黒字であろうと想像はしているわけでありますけれども、しか

し、それ以外の道内の地方管理の道管理、市管理含めて、ほとんどは上下一体

となってもやはり赤字ということの中で、地方運営の立場からは、道内のすべ

ての空港を一くくりとして考えるというのもありかなという考えもちょっと示

させていただいたところでありまして、誤解を恐れずに申し上げるとすると、

一部のいいところだけいいとこ取りで取られちゃった場合にその他の空港、あ

るいはその空港を抱える――道内過疎地ばかりでありますので――の疲弊とい

うものを、地域運営をしている立場からは大変懸念をしているというようなこ

とであります。 

 など、ちょっと他の委員の皆様方とは方向性をたがったような、そういった

ような発言をさせていただき、そして、さまざまなそのアクションというか、

実際にこのことを進めていく上では、自治体を含めた関係者等の十分な調整は

ぜひやっていただきたいということも申し述べさせていただいたところであり

ます。 

 そういった中で、今回取りまとめいただいた報告書素案の中で、私自身が述

べさせていただいた公共性、公益性、あるいはその今後の実行方針を踏まえた

政府として、国交省を中心をしてやられる実行方針の策定なり、その後のプロ

セスにおいても、自治体なり、既存のターミナル事業者の意見を十分に聞いて

くれというような叙述もございまして、私自身が述べさせていただいたことも

ほんとうに十分反映していただいたこと、大変うれしく思っているところでご

ざいます。 

 １９ページで、今後の具体的な進め方のスケジュールイメージというものを

座長からお示しがありまして、その節目、節目で、それぞれ事情の違う地域と

の対話というものを重視しながらぜひ進めていただければと、そういう中で、

私ども自身もさまざまな刺激を受け、また、我々からの提案もさせていただけ

るかなということも思っていたところでございます。 
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 そういった中で、これはこの報告書の中というよりも純粋に地方の立場で、

こういう点どうなるのかなということを幾つか申し上げれば、さらなる空港の

整備ということが必要なところがあります。千歳空港の場合には、滑走路延長

というのがちょっと今ペンディング状態ではあるんでありますけれども、たし

か地方からのヒアリングの際に、福岡空港さんは、福岡県さんのほうからは、

しっかりとした整備の必要性というお話もあったやに記憶いたしておりまして、

そういったさらなる国内、これは国管理、地方管理、いろいろあると思うんで

すが、空港整備というものを今後どのように進めるのか、これは報告書の外の

話だと思いますけれども、地方としては大変関心があるということを申し上げ

させていただきたいと思います。 

 それから、何人かの委員から出ておりました外資規制についてでありますけ

れども、これはいろいろな考え方はあろうかと思いますが、私どもは、もうち

ょっと慎重な考えというのが必要かなということを思っているところでありま

す。 

 それは、この空港運営の改革ということはこれからの話だとして、それ以前

の問題として、道内、土地が広いということもあるんですけれども、例えば中

国資本であるとか、シンガポール資本であるとかいろいろな、マレーシアもあ

りましたね、いろいろなところの方々が結構土地を取得しておられると。それ

が今の法体系の中では必ずしも全体像がよくわからないようなことにもなって

おりまして、私どもとして、それを条例でまずは対処しようと。さらには、国

に対しても、これ、全国の問題だと思いますので、対処していただきたいとい

うようなことも申し上げているところでありまして、確かに事柄の性格上は外

資だろうが、内資というか国内資本だろうが、悪いものは悪い、いいものはい

いということではあるとは思うわけでありますが、ただ、一国の安全保障など

の観点から考えた場合には、諸外国の例も十分に踏まえながら、この外資に対

する規制というのは、相当慎重に実際の実行の段階では考えていく必要がある

んではないかなと、こんなふうな思いを持ったところでございます。 

 それから、これもちょっと取りとめもない感想になってしまうんですが、地

域それぞれの地域の事情があって、それを酌み取っていただくということの一

環の例として申し上げれば、私も千歳空港の地域住民の方々との騒音をめぐる、

住民交渉を、もうこれは数十年の長きにわたってやらせていただいております。 

 なかなかクリアカットに方向性が出てくるような問題でもないわけでありま

して、こういったことも当然補償等の形で、相当のお金が必要になってくるわ
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けでありまして、などなど、それぞれの地域事情があるということをぜひお酌

み取りいただきまして、これはこの提言の中にどう入れるかというよりも、ぜ

ひ航空局におかれて、また大臣政務官もいらっしゃいますので、地域それぞれ

の事情ということを十分にお酌み取りいただいて、今後の進め方をご検討いた

だければと、このように思う次第であります。 

 いずれにいたしましても、民間的なセンスを我々公共だけがやってきたさま

ざまな空港の運営の中に取り入れると。これ自身は大変に重要なことだという

ふうに私自身も勉強させていただきました。そのことに対して改めて感謝を申

し上げ、すいません、意見とさせていただきます。 

【座長】  ありがとうございます。まずは、こちらから今のお話も含めてお

礼を申し上げなければ。 

 最後に知事おっしゃっていただいたとおり大所高所で、民間の知恵もうまく

取り入れるべきは取り入れるべきだという中で、個別性とプロセスのところで

はきちんと現状に配慮してやるべきというご意見をいただきましたのは、我々

にとっても非常に役に立ち、ほんとうにありがとうございました。至らない部

分もあろうかと思いますし、まさにおっしゃっていただいたように、今回のこ

とで空港にかかわる問題すべてが解けるわけではなくて、若干残された議論と

いうのは、それは当然あるわけでありますけれども、少なくともこの検討会に

つきましては、大変貴重な意見、北海道を代表としたというお立場もあります

し、逆に知事会からということで、地方の代表のお立場としていろいろちょう

だいをしています。こちらもお礼を申し上げたいと思います。ありがとうござ

いました。ぜひ今後とも、こちらをよろしくお願いをしたいところであります。 

 すいません、どんどん時間が押してきて、すいません、全然、知事のせいで

はなくて、私の司会進行が悪いんですけれども、もしお時間どうしてもご無理

な方がいらっしゃいましたらご遠慮なく、それは離席いただければと思います

が、先ほどございましたように、皆さんのご意見ちょうだいしたいので、じゃ

あ、○○さん、お願いできますか。 

【委員】  短めに。○○でございます。空港、非常に複雑な問題を座長のご

尽力で非常にわかりやすく整理していただいて、あと、問題の本質がようやく

終盤戦に見えてきたのかなという感じで、細かいところはかなりこれから煮詰

めなきゃいけない部分があるかと思うんですけど、全体的な方針としては、こ

れで間違いないのかなというふうな雑駁な印象を抱きました。 

 細かい点を幾つか。もう既に何人かの方が言われたんですけど、全体的に、
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そのコンセッションでやるぞというのがもう前提の議論のような印象をちょっ

と途中まで受けてしまったので、例えば完全に民営化する方法とか、ほかの方

法と比べてどういう点がコンセッションというのがいいのか、悪いのかという

ところがちょっと議論として抜けているのかなと。 

 例えば、そのコンセッションにしておけば、先ほどの外資規制の問題という

のもある程度解決することができるというメリットもある反面、その資産を民

間に完全に売却しないということは高く売れないとか、民間の創意工夫という

ものをうまく引き出せないというようなデメリットもあるかもしれないので、

その辺、ただコンセッション、いろいろな方法はこれから考えますというふう

にしてしまうと、現状維持とか、例えばエージェンシーにしてしまうというの

も出てきてしまうので、やっぱりコンセッション、何年コンセッションするの

かで大分、ほとんど民営化と変わらないところもあるかと思うんですけど、ち

ょっとその辺がすごく気がかりだったので、ほかの委員の方のご指摘等、かぶ

ってしまったんですけど、それはどうしても言いたかったです。 

 あと２つ目なんですけど、一応、自分の専門が規制なので、どうしても規制

のほうばかり見てしまって、報告書のほうにも幾つか入れていただいたんです

が、今まで公が運営していたものが民間になるとすべてバラ色にうまくいくか

というと、必ずしもそうじゃなくって、適切な競争が行われなければ、民間と

いうのは当然利益目的で消費者、着陸料を高くすることによって独占的な利益

を得る、市場支配力を行使する可能性というのがどうしても考えてしまうと。 

 それで小さな空港とか、中規模ぐらいの空港は全然関係ないと思うんですけ

ど、大規模な、特に混雑空港であるとか、バインディングの話にも関係すると

思うんですけど、一定地域内の近隣空港が全部同じ事業者、もしくは例えばア

ライアンスみたいな形で、市場支配力を行使しやすいような形になってきた場

合に、果たして何もせず、高く売れたからいいやという形でいいんだろうかと。 

 日本はたしかほかの欧州と違って、公正取引委員会等の権限が非常に弱いの

で、後でその独占的な行使をしているといっても、なかなか政治的に介入する

ことができないというような問題もあるというふうに聞いておりますので、や

はり何らかの方策というものをちょっと考えておかなければいけないのかなと

思う反面、あんまり余計なことをすると、大体規制をしてよかったケースとい

うのもそんなにないというのも過去の歴史が証明しているので、その辺のバラ

ンスというのは、今後のそのコンセッションの個別の入札のところでも議論さ

れることなのかなというふうに思いました。 
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 以上です。 

【座長】  ありがとうございます。じゃあ、○○さん。 

【委員】  じゃあ、最後になりまして、ほんとうに言うことも限られてきて

しまうんですが、ほんとうに短時間での取りまとめ、ありがとうございました。

内容について全く異論はありませんで、ちょっと今後の進め方に関連するとこ

ろで若干、コメントを３点ほどさせていただければと思います。 

 １つが、先ほど○○委員もお話しされていましたけど、やはり非常に難しい

のは、非常に個性の強い２７の空港について、とはいっても、検討会としては

一律に議論していかないといけないという中で、どこまで今回決めて、ある種

どこにある種のゆとりを持たせておくかという、そのバランスというのがまさ

に今回の検討会の難しさであったと思いますし、基本的な方向性であるとかス

ケジュールという、ある意味、今後の場をつくっていくというところにある程

度フォーカスをして、各論については、一定の余地を残していくという、その

裁き方というのは全くそれしかなかったのかなというふうに思うところであり

まして、異論はないところなんですが、一方で、おそらく今後、個別の議論を

していくと何が起こるかというと、この場でも多少出てきているように、一般

的なＰＦＩ事業の契約だけでも１００条近い、数十ページの契約になるわけで

すが、多分、この事業というのはもっと複雑なものになっていく可能性がある

であろうと。 

 そのぐらい論点がいっぱいあるということだと思いますが、ちょっと言葉は

悪いかもしれませんけど、我が国はおそらく世界的に見ると、この分野、最後

発である可能性があるわけで、ある意味、後発者メリットというのは十分にあ

るんじゃないかと思うんですね。世界を見渡せば、いろいろな先行事例があり

ますし、この先行事例をかなり深堀りをしていくことで、また、ある意味新し

いものをつくっていけるという、逆にいうと、少し遅く始めた、ある種利点と

いうのをどう生かしていけるかというのが、あることを考えるともう少し海外

の事例を、この報告書につけていただいているよりももっと深く今後検討して

いただくというのは、必ず必要なんじゃないかというのが１点目であります。 

 ２点目は、あともう１つが、この報告書の中の１２ページですけれども、改

正ＰＦＩ法上の民間提案制度というのを積極的に活用していこうというお話が

ありまして、やはり今回それぞれの地域、地域のステークホルダーの方をどう

このプロセスに巻き込んでいくかというのが重要であることはもう今までも議

論されていることなわけですが、現在、内閣府さんのほうで、この提案制度そ
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のもののディテールをどういうふうにつくっていくかこれは法律上は提案でき

るとしか書いてなくて、いつまでに、要は管理者は回答しなければならないと

しか法律上は書いてません。当然、その提案をするからには、インセンティブ

という議論も当然にしてあるわけでありまして、この辺、内閣府が持っている

制度の議論ではあるわけですが、この検討会として、こういうところで触れて

いくとすると、国交省と内閣府とそれぞれ議論として連携していきながら、ど

ういう制度をつくっていくのかというところについて、なかなかその省の壁を

挟むといろいろと難しいところもあるかもしれませんけれども、ぜひ連携をし

て、いい制度、逆にいうと空港の分野で使いやすい制度にしていくという観点

でも、そちらに対する示唆というのも出していっていただきたいなと。たしか

政令で細かいところを決めることになっているはずですから、年末までという

ことになりますので、それで決めずに改正をするということもあることも含め

て、ちょっと１つ、今後の議論として必要かなというのと、あと、３点目とし

て、地方空港の話が出てきていたかと思いますし、バンドリングの議論の中で、

先ほど高橋知事からもあったように、その地方空港と国管理空港、バンドリン

グをしてコンセッションを出していくという可能性が仮にあるんだとすると、

現状のその空港法とＰＦＩ法の、要は適用関係の解釈としては、空港法は現状

おそらくＰＦＩ法の運営権は設定できないという解釈になっていて、関空・伊

丹法だけ個別法で抜いているという格好になっていたかと思いますけれども、

今後、その運営権というのをどういうふうに使っていくのかにもよりますが、

国管理空港に限らず、地方空港についても、幅広くその運営権というものが設

定できるように、これは設定できることと、使うことというのは多分イコール

ではないと思いますが、その地方側の選択肢をある意味広げていくという観点

で、その点も含めて議論をしていただけるといいのかなという、大きく３点て

ございます。 

 以上です。 

【座長】  ○○さん、○○さん、ありがとうございました。何か最後になっ

て急がせてしまったかもしれません、どうかご容赦ください。お二人も含めて、

非常に貴重なご意見、ほんとうにありがとうございました。 

 いろいろなご意見をいただきまして、おおむね方向性は量と質もいろいろご

意見をちょうだいしましたので、一たん、もう一度、できれば最終議論をさせ

ていただきたいと思っています。いろいろな議論がありますから、私からする

と、皆さんはほんとうに的を得ておられて、最終的には本来の目的を揺るがせ



                                                   

- 46 - 
 

にしない、骨抜きにしない、後送りさせないと。その中でどれだけ余地を残し

ていくかというところを表現の中でどれだけ工夫できるかということであると

思いますので、もう一度、ない知恵をちょっと絞ってみたいと思いますので、

どうかご協力を賜ればと思います。ちょっと時間を超過してしまいましたけれ

ども、事務局のほうに進行をお返し申し上げます。 

 

閉  会 

 

【空港運営調整室長】  長時間にわたりまして、多くのご意見をいただきま

して、まことにありがとうございました。次回、座長から今、もう一度という

ようなご提案もあったところでございます。あまり間を置かないほうがよろし

いかと思っておりまして、今のところ、ちょっと急かもしれませんが、今週の

金曜日、２９日の金曜日の午前中を軸にちょっと皆様方のご予定を再度お伺い

させていただきながら、次回の検討会の設定をさせていただきたいと存じ上げ

ます。 

 それでは、たくさんのご意見、どうもありがとうございました。本日の検討

会はこれにて終了させていただきたいと存じます。 

 どうもありがとうございました。 


